
後
藤
新
平
と
植
民
地
経
営

一
1
日
本
植
民
政
策
の
形
成
と
国
内
政
治
一

小

林

道

彦

【
要
約
）
　
日
清
戦
争
に
よ
る
台
湾
領
有
は
、
台
湾
関
係
費
の
予
想
外
の
膨
張
を
ま
ね
き
、
第
二
次
松
方
内
閣
が
地
租
増
徴
を
決
意
す
る
最
大
の
直
接
的
要

因
と
な
っ
た
。
地
租
増
徴
反
対
を
唱
え
る
政
党
勢
力
も
そ
れ
を
推
進
せ
ん
と
す
る
藩
閥
勢
力
も
、
と
も
に
台
湾
統
治
改
革
に
よ
る
台
湾
財
政
の
整
理
を
主

張
し
は
じ
め
る
。
薪
任
台
湾
民
政
局
長
後
藤
新
平
は
「
騒
慣
温
存
に
よ
る
経
費
節
減
」
論
に
も
と
つ
く
統
治
改
革
を
断
行
し
、
台
湾
財
政
の
経
常
費
的
部

分
を
圧
縮
し
て
本
国
の
期
待
に
こ
た
え
る
と
と
も
に
、
台
湾
事
業
公
債
法
に
よ
る
特
別
事
業
費
の
膨
張
を
通
じ
て
、
持
論
で
あ
る
積
極
主
義
的
植
民
地
経

営
論
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
同
法
は
第
＝
二
議
会
で
一
応
の
成
立
を
み
、
一
九
〇
一
年
以
降
の
財
政
逼
迫
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
台
湾
の
戦
略
的
重

要
性
の
た
か
ま
り
に
支
え
ら
れ
て
、
ほ
ぼ
当
初
計
画
以
上
の
ペ
ー
ス
で
実
行
さ
れ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
徹
底
し
た
積
極
財
政
論
者
で
あ
っ
た
後
藤
は
一
層

の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
を
望
み
、
本
国
の
「
吝
費
主
義
」
・
内
地
延
長
主
義
を
抑
制
す
る
た
め
、
「
台
湾
統
治
法
案
」
を
起
草
さ
せ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
六
八
巻
五
号
　
一
九
八
五
年
九
月

後藤新平と植民地経営（小林）

は
　
じ
　
め
　
に

　
後
藤
新
平
は
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
〇
六
年
ま
で
総
督
府
民
政
長
官
と
し
て
台
湾
統
治
改
革
を
推
進
し
、
乃
木
総
督
時
代
に
お
け
る
台
湾

統
治
の
「
混
乱
」
を
収
拾
し
て
、
そ
れ
を
一
応
の
軌
道
に
の
せ
る
の
に
成
功
し
た
。
本
稿
は
、
後
藤
に
よ
っ
て
こ
う
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
日

本
植
民
政
策
の
あ
り
か
た
を
、
日
清
戦
後
経
営
期
の
国
内
政
治
過
程
と
の
有
機
的
連
関
の
も
と
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
つ
て
筆
者
は
、
目
黒
植
民
地
研
究
龍
お
い
て
一
植
民
地
一
国
内
双
方
に
お
け
る
政
治
過
程
を
統
一
的
に
把
握
す
る
視
点
・
方
法
が
、
い
ま
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①

だ
不
充
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
右
の
観
点
か
ら
日
本
植
民
政
策
の
形
成
過
程
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。

　
す
な
わ
ち
、
高
野
台
湾
高
等
法
院
長
非
職
事
件
（
一
八
九
七
年
）
に
象
徴
さ
れ
る
初
期
台
湾
統
治
「
混
乱
」
の
原
因
を
筆
者
は
統
治
理
念
の
未

確
立
に
も
と
め
、
後
藤
の
民
政
局
長
就
任
（
一
八
九
八
年
三
月
）
に
と
も
な
う
統
治
理
念
一
「
旧
慣
温
存
」
原
則
の
確
立
に
よ
っ
て
、
「
混
乱
」
は

収
拾
さ
れ
た
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
領
台
当
初
陸
軍
が
奉
じ
て
い
た
「
台
湾
住
民
放
逐
論
」
は
「
土
匪
」
の
あ
い
つ
ぐ
蜂
起

の
た
め
に
現
実
的
妥
当
性
を
う
し
な
い
、
ま
た
「
同
化
」
主
義
的
立
場
か
ら
陸
軍
批
判
を
展
開
し
て
い
た
進
歩
党
i
高
野
の
統
治
構
想
は
、
そ

の
「
内
地
延
長
主
義
」
的
性
格
の
ゆ
え
に
藩
閥
指
導
者
の
い
れ
る
と
こ
ろ
と
な
ら
ず
、
と
も
に
政
策
と
し
て
の
有
効
性
を
う
し
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
っ
た
。
後
藤
の
「
旧
慣
温
存
」
主
義
が
藩
閥
指
導
者
に
う
け
い
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
政
党
勢
力
の
植
民
地
統
治
へ
の
介
入
を
阻
止

す
る
の
に
格
好
の
理
論
的
根
拠
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
同
主
義
に
も
と
つ
く
「
帰
順
政
策
」
が
「
土
匪
」
鎮
圧
に
効
果
的
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
筆
老
は
、
日
清
戦
後
経
営
期
に
お
け
る
「
藩
閥
対
政
党
」
の
権
力
闘
争
的
側
面
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
後
藤
新
平
の
台
湾
統
治
改

革
の
意
味
を
確
定
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
旧
稿
で
は
後
藤
の
登
場
の
意
味
を
当
時
の
最
大
の
政
治
的
争
点
た
る
財
政
問
題
、
と
り
わ
け
地
租
増
徴
問
題
と
充
分
関
連

づ
け
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
財
政
問
題
を
分
析
視
角
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
植
民
政
策
が
な
ぜ

〃
後
藤
的
な
も
の
”
と
し
て
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
解
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
第
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

課
題
は
、
後
藤
新
平
の
植
民
地
経
営
構
想
の
「
意
義
と
限
界
」
を
現
実
政
治
の
〃
場
”
の
な
か
で
検
証
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
国
内
諸
政
治
勢
力
の
政
策
的
優
先
順
位
に
お
け
る
植
民
地
経
営
の
位
置
を
確
定
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
日
清
戦
後
経
営
期
に
お
け
る
政
治
過
程
の
主
潮
流
は
、
藩
閥
と
政
党
と
の
提
携
に
よ
る
政
治
体
制
、
す
な
わ
ち
、
後
の
「
桂
園
時
代
」
的
政

治
体
制
の
形
成
へ
と
む
か
っ
て
い
た
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
戦
後
経
営
の
遂
行
と
地
方
利
益
撒
布
に
よ
る
党
勢
拡
大
の
た
め
に
、
増
税
等
に
よ
る
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③

積
極
財
政
を
志
向
し
、
か
つ
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
提
携
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
藩
閥
や
政
党
に
と
っ
て
植
民
地
経
営
は
い
か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
の
解
明

が
、
本
稿
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

　
な
お
、
筆
者
の
仮
説
的
見
通
し
に
し
た
が
え
ぼ
、
後
藤
の
創
出
し
た
植
民
地
経
営
に
か
ん
す
る
「
政
治
技
術
」
は
、
　
「
明
治
寡
頭
制
」
の
崩

壊
一
政
党
政
治
の
成
立
や
第
一
次
大
戦
に
と
も
な
う
高
度
経
済
成
長
の
実
現
等
、
内
外
の
諸
情
勢
が
大
き
く
変
化
す
る
原
敬
内
閣
期
に
い
た
る

ま
で
、
植
民
政
策
の
展
開
を
大
枠
で
規
定
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
原
敬
内
閣
期
以
降
に
お
け
る
後
藤
的
植
民
政
策
の
解
体
過
程

に
つ
い
て
の
考
察
は
、
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
た
い
。

後藤新平と植昆地経営（小林）

①
拙
稿
ユ
八
九
七
年
に
お
け
る
高
野
台
湾
高
等
法
院
長
非
職
事
件
に
つ
い
て
…

明
治
国
家
と
黒
黒
地
領
有
…
」
勾
中
央
大
学
大
学
院
論
究
一
文
学
研
究
魚
群
1
』

　
一
四
－
一
）
。
お
も
な
台
湾
植
団
地
研
究
と
し
て
は
、
黄
昭
堂
『
台
湾
晟
主
國
の

　
研
究
』
　
（
東
大
出
版
会
、
一
九
七
〇
年
）
、
許
世
楷
『
日
本
統
治
下
の
台
湾
』
（
同

　
右
、
一
九
七
二
年
）
、
徐
照
彦
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』
（
同
右
、
一
九
七
五

　
年
）
、
小
林
英
夫
「
初
期
台
湾
占
領
政
策
に
つ
い
て
e
～
⇔
」
（
『
駒
沢
大
学
経
済

　
学
論
集
』
八
－
二
・
四
、
一
〇
1
一
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
研
究
の
視

　
野
は
い
ず
れ
も
植
民
地
内
部
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
春
山
明
哲
．
若
林
正

　
丈
両
氏
の
『
日
本
植
民
地
主
義
の
政
治
的
展
開
』
（
ア
ジ
ア
政
経
学
会
、
一
九
八
○

　
年
）
は
、
本
稿
と
同
様
の
観
点
か
ら
台
湾
統
治
分
析
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る

　
が
、
惜
し
む
ら
く
は
分
析
対
象
が
法
制
度
や
植
民
地
議
会
設
置
問
題
に
限
定
さ
れ

　
て
お
り
、
本
国
一
植
民
地
双
方
の
政
治
過
程
を
ト
ー
タ
ル
に
把
握
す
る
と
い
う
点

　
で
は
、
い
ま
だ
充
分
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
鶴
見
袖
輔
『
後
藤
新

　
平
』
第
二
巻
（
勤
草
書
募
、
一
九
六
五
年
、
以
下
「
G
－
2
」
と
略
称
）
も
、
国

　
内
政
治
と
植
民
地
経
営
の
あ
り
か
た
を
ト
ー
タ
ル
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
志
向
性

　
を
随
所
に
み
せ
て
い
る
。
た
だ
、
鶴
見
の
叙
述
の
問
題
点
は
、
後
藤
と
軍
部
・
政

　
党
（
と
く
に
前
者
）
と
の
対
立
的
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
こ
と
で
、
そ
れ
が

　
結
果
的
に
後
藤
の
「
経
済
的
政
治
企
業
家
」
と
し
て
の
側
面
の
過
大
評
価
を
も
た

　
ら
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
　
『
後
藤
新
平
』
執
箪
当
時
の
鶴
見
の
政

　
治
的
立
場
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詳
し
く
は
第
四
章
で

　
述
べ
る
が
、
後
藤
と
軍
－
都
と
は
台
湾
経
営
を
め
ぐ
っ
て
は
協
調
的
関
係
に
あ
っ
た

　
の
で
あ
っ
て
、
後
藤
は
植
民
地
経
営
に
「
経
済
的
価
値
」
の
み
を
み
い
だ
し
て
い

　
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

②
　
な
お
代
表
的
な
後
藤
研
究
と
し
て
は
、
前
田
康
博
「
後
藤
前
平
」
（
神
島
二
郎

　
編
『
現
代
日
太
由
心
想
大
系
1
0
　
　
権
力
の
田
心
相
心
』
筑
摩
書
房
｝
、
　
一
九
六
五
配
ヤ
）
、
溝

　
部
英
章
「
後
藤
新
平
論
－
闘
争
的
世
界
像
と
〃
理
性
の
独
裁
”
1
」
（
『
法
学
論

　
叢
』
一
〇
〇
…
二
、
一
〇
一
一
二
）
が
あ
る
。
前
田
論
文
は
、
後
藤
を
「
経
済
的

　
政
治
企
業
家
」
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
註
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

　
れ
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
溝
部
論
文
は
、
後
藤
の
『
国
家
衛
生

　
原
理
』
を
て
が
か
り
に
、
か
れ
の
終
生
一
貫
し
た
あ
る
べ
き
国
家
像
と
し
て
反
政

　
党
的
な
「
理
性
の
独
裁
」
を
摘
出
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
國
家
衛
生
原
理
』

　
中
に
は
、
そ
の
後
後
藤
の
政
治
行
動
上
の
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
た
〃
積
極
主
義
”
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へ
の
傾
斜
（
台
湾
事
業
公
債
法
、
鉄
道
広
軌
化
構
想
、
震
災
復
興
計
画
な
ど
）
は
、

　
い
ま
だ
発
見
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
方
法
に
は
若
干
の
無
理
が
あ
る
よ

　
う
に
思
わ
れ
る
。

③
　
坂
野
潤
治
『
明
治
憲
法
体
制
の
確
立
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
七
一
年
）
、
有
泉

貞
夫
『
明
治
政
治
史
の
基
礎
過
程
』
（
吉
川
弘
文
館
、
…
九
八
○
年
）
。

醐
　
台
湾
経
営
の

　
①

「
混
乱
」

（
付
記
）

　
　
「
土
疑
」
・
「
黒
化
」
等
の
名
辞
に
は
、
本
来
す
べ
て
か
ぎ
括
孤
を
附
す
る
べ
き

で
あ
る
が
、
以
下
初
出
の
場
合
を
除
い
て
原
則
と
し
て
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
引
用
文
中
の
（
　
）
は
、
す
べ
て
筆
者
が
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お

本
文
中
で
い
う
「
十
四
」
と
は
、
前
掲
拙
稿
を
さ
す
。

4　（676）’

　
本
章
で
は
、
後
藤
赴
任
当
時
の
台
湾
経
営
混
乱
の
実
態
を
、
統
治
シ
ス
テ
ム
闇
題
・
対
土
匪
政
策
・
財
政
問
題
の
三
点
を
中
心
に
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
ず
、
統
治
シ
ス
テ
ム
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
植
民
地
統
治
シ
ス
テ
ム
を
本
国
統
治
シ
ス
テ
ム
ー
明
治
憲
法
体
制
と
い
か
に
連
関
さ
せ
て

創
出
す
る
か
と
い
う
、
統
治
の
基
本
間
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
。
明
治
国
家
に
と
っ
て
台
湾
領
有
は
最
初
の
植
民
地
領
有
で
あ
っ
た
の
で
、

こ
の
問
題
は
是
非
と
も
早
急
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
第
一
に

明
治
憲
法
に
は
新
領
土
の
獲
得
に
つ
い
て
の
規
定
は
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
た
し
、
第
二
に
政
府
部
内
に
お
い
て
も
、
い
か
な
る
統
治
理
念
の

も
と
に
台
湾
を
統
治
す
る
か
と
い
う
原
則
的
問
題
に
つ
い
て
す
ら
、
統
一
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
れ
は
「
実
践
的
」
に
解
決
さ
れ
る
し
が
な
か
っ
た
。

　
台
湾
統
治
シ
ス
テ
ム
は
、
九
六
年
四
月
に
「
台
湾
総
督
府
条
例
」
・
「
拓
殖
務
省
官
制
」
・
「
台
湾
二
施
行
ス
ヘ
キ
法
令
二
関
ス
ル
法
律
」
　
（
い

わ
ゆ
る
六
三
法
）
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
応
の
完
成
を
み
た
。
そ
の
結
果
、
台
湾
総
督
に
は
一
般
行
政
権
の
み
な
ら
ず
軍
事
指
揮
権
や

事
実
上
の
立
法
権
ま
で
付
与
さ
れ
、
こ
こ
に
総
督
府
の
本
国
政
府
か
ら
の
相
対
的
自
立
性
は
、
一
見
き
わ
め
て
強
化
さ
れ
た
か
の
ご
と
き
外
観

を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
台
湾
全
土
で
蜂
起
し
て
い
た
土
匪
を
「
効
率
的
に
」
鎮
圧
す
る
た
め
に
は
、
総
督
に
あ
る
程
度
の
自
由
裁
量
権
を

あ
た
え
て
お
い
た
ほ
う
が
便
宜
的
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
九
六
年
四
月
の
諸
官
制
制
定
に
よ
っ
て
、
統
治
理
念
の
確
立
を
棚
あ
げ
に
し
た
ま
ま
、
統
治
シ
ス
テ
ム
問
題
に
は
結
着
が
つ
け
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ら
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
統
治
シ
ス
テ
ム
は
固
有
の
欠
陥
を
内
蔵
し
て
い
た
。
拓
殖
務
省
の
設
置
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
総
督
は
拓
殖

務
大
臣
の
指
揮
・
監
督
を
う
け
る
も
の
と
さ
れ
、
一
見
強
大
に
み
え
る
総
督
の
諸
権
限
が
、
本
国
政
府
の
統
治
へ
の
介
入
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ

る
可
能
性
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
九
七
年
の
高
野
事
件
は
、
そ
の
展
開
の
過
程
で
こ
の
制
度
的
矛
盾
を
一
挙
に
顕
在
化
さ
せ
た
の
で

あ
る
。

　
高
野
事
件
の
原
因
は
、
ま
さ
に
統
治
理
念
の
未
確
立
そ
の
も
の
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
対
土
匪
政
策
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
陸
軍
と

司
法
部
と
の
全
面
対
立
を
ひ
き
お
こ
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
対
土
匪
政
策
を
に
な
っ
て
い
た
陸
軍
は
、
台
湾
住
民
の
島
外
放
逐
1
1

日
本
人
移
民
の
大
量
導
入
を
前
提
に
、
土
匪
蜂
起
地
域
住
民
の
無
差
別
的
殺
獄
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
た
い
し
司
法
部
は
台
湾
住
民

の
同
化
を
統
治
目
標
と
し
て
設
定
し
、
法
に
よ
る
土
匪
の
処
断
を
主
張
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
お
の
ず
と
対
立
的
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
対
立
は
、
九
七
年
の
春
に
高
等
法
院
に
よ
っ
て
総
督
府
内
の
大
規
模
な
汚
職
事
件
が
摘
発
さ
れ
、
し
か
も
そ

れ
と
あ
い
前
後
し
て
、
土
匪
の
総
督
府
包
囲
攻
撃
事
件
と
い
う
「
失
態
」
が
演
じ
ら
れ
た
こ
と
で
、
一
挙
に
国
内
政
局
の
一
大
争
点
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
本
国
で
高
野
ら
と
呼
応
し
て
台
湾
統
治
改
革
を
お
も
に
主
張
し
た
の
は
、
第
二
次
松
方
内
閣
の
与
党
た
る
進
歩
党
で
あ
っ
た
。
高
野
同
様
同

化
主
義
を
唱
え
て
い
た
同
党
は
、
在
台
陸
軍
の
専
横
の
制
度
的
象
徴
と
も
い
う
べ
き
総
督
武
官
制
の
廃
止
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ

の
問
題
は
、
陸
軍
の
圧
力
を
う
け
た
松
方
が
武
官
制
を
支
持
し
た
た
め
に
一
応
の
結
着
を
み
た
が
　
こ
と
は
こ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
か
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
台
湾
統
治
の
混
乱
を
一
層
助
長
し
て
い
た
の
が
、
拓
殖
務
省
（
大
臣
は
高
島
舜
之
助
陸
軍
大
臣
の
兼
任
）
と
総
督
府
と

の
「
二
頭
政
治
」
的
状
況
に
あ
る
こ
と
が
、
次
第
に
あ
き
ら
か
と
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
拓
殖
務
省
は
し
ば
し
ぼ
総
督
府
に
事
前
に
諮
る
こ
と
な
く
台
湾
の
重
要
施
策
を
決
定
し
、
そ
の
た
め
両
者
聞
に
は
紛
争
が
絶
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
具
体
的
係
争
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
そ
し
て
進
歩
党
は
、
こ
こ
で
も
そ
の
陸
軍
批
判
の
一
環
と
し
て
拓
殖
務
省
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

廃
止
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
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与
党
進
歩
党
に
よ
る
台
湾
統
治
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
か
た
全
般
に
わ
た
っ
て
の
攻
撃
は
、
地
租
増
徴
の
政
治
日
程
化
を
意
識
し
て
い
た
松
方
に

と
っ
て
は
衝
撃
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
総
督
任
用
資
格
問
題
で
は
陸
軍
の
主
張
を
う
け
い
れ
た
松
方
は
、
拓
殖
務
省
問
題
で
は
進

歩
党
の
側
に
た
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
拓
殖
務
省
は
同
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
、
以
後
総
督
府
は
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
台
湾
事
務
局
の
管
轄
下

に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
第
二
次
松
方
内
閣
下
で
の
台
湾
統
治
シ
ス
テ
ム
の
動
揺
は
、
九
七
年
一
一
月
の
「
台
湾
総
督
府
官
制
」
（
勅
令
三
六
二
号
）

に
よ
っ
て
、
総
督
武
官
制
の
存
続
が
最
終
的
に
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
一
応
終
害
し
た
。
シ
ス
テ
ム
改
革
は
た
ん
に
拓
殖
務
省
の
廃
止
に
と
ど
ま

り
、
結
果
的
に
は
、
総
督
府
の
本
国
政
府
か
ら
の
相
対
的
自
立
性
は
、
こ
こ
に
以
前
に
も
増
し
て
強
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
時
期
な
ぜ
台
湾
問
題
が
一
大
政
治
争
点
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
台
湾
問
題
の
政
治
争
点
化
の
原
因
は
、
当
時
国
内
政
局
に
お
い
て
最
大
の
政
治
的
懸
案
で
あ
っ
た
地
租
増
徴
問
題
と
台
湾
統
治
改
革
と
の
あ

い
だ
に
、
密
接
な
連
動
関
係
が
生
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
こ
う
。

　
も
と
よ
り
、
新
領
土
の
経
営
に
多
額
の
経
費
を
要
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
台
湾
領
有
も
ま
た
そ
の
例
に
も
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え

ば
、
一
八
九
五
年
度
に
お
け
る
本
国
財
政
の
負
担
に
関
わ
る
台
湾
関
係
費
（
臨
時
軍
事
費
か
ら
支
出
）
は
、
総
額
二
七
八
九
万
円
に
も
の
ぼ
り
、

一
般
会
計
歳
出
総
額
八
五
三
一
万
七
〇
〇
〇
円
余
の
約
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
し
て
い
た
し
、
翌
九
六
年
度
の
そ
れ
も
一
八
一
四
万
三
〇
〇

〇
円
余
に
達
し
、
前
年
度
よ
り
若
干
の
減
少
を
み
た
も
の
の
、
な
お
も
一
般
会
計
歳
出
総
額
一
億
六
八
八
万
六
〇
〇
〇
円
余
の
約
一
一
パ
ー
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ン
ト
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
台
湾
領
有
は
本
国
財
政
に
か
な
り
の
負
担
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
　
こ
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
が
、

「
台
湾
総
督
府
特
別
会
計
法
」
　
（
第
十
議
会
に
提
出
）
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
制
定
の
趣
旨
は
「
台
湾
ト
云
フ
モ
ノ
ノ
歳
入
ヲ
持
チ
マ

シ
テ
台
湾
ノ
諸
般
ノ
経
費
ト
云
フ
モ
ノ
ハ
維
持
シ
テ
往
カ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
」
（
阪
谷
芳
郎
）
と
い
う
点
に
あ
り
、
要
す
る
に
、
台
湾
総
督
に
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

税
徴
収
の
責
任
を
負
わ
せ
て
台
湾
に
お
け
る
税
収
を
増
や
し
、
ゆ
く
ゆ
く
は
台
湾
財
政
の
「
独
立
」
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
た
だ
し
、
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台
湾
関
係
の
軍
事
費
は
特
別
会
計
か
ら
除
外
さ
れ
、
一
般
会
計
の
陸
海
軍
省
所
管
に
属
す
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
本
国
財
政
の
負
担
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
た
の
で
あ
る
）
。
同
法
案
に
は
自
由
党
も
進
歩
党
も
と
も
に
賛
成
し
、
九
七
年
三
月
、
議
会
を
通
過
・
成
立
し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
台
湾
に
お
け
る
税
収
の
増
大
は
容
易
に
は
な
し
え
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
土
匪
の
活
発
な
活
動
と
地
方
制
度
上
の
欠

陥
の
た
め
に
、
総
督
府
の
お
こ
な
わ
ん
と
し
ぼ
施
政
は
し
ば
し
ば
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
二
代
総
督
桂
太
郎
に
よ
れ
ば
、

日
本
軍
の
上
陸
と
と
も
に
各
地
で
お
こ
っ
た
土
匪
の
蜂
起
は
、
そ
の
後
も
一
向
に
衰
え
る
気
配
も
な
く
、
桂
が
総
督
に
就
任
し
た
時
点
（
九
六

年
六
月
）
で
も
、
台
湾
は
「
猶
戦
時
の
如
し
」
と
い
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。
　
つ
ま
り
、
　
「
殆
ど
各
地
方
に
民
政
官
を
配
置
し
た
る
に
過
ぎ
ず
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
い
う
の
が
、
民
政
施
行
（
同
年
四
月
）
の
実
態
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
台
湾
の
地
方
制
度
は
「
無
暗
に
内
地
之
二
度
を
模
範
と
し
て
翻
訳
し
た
る
も
の
」
で
あ
り
、
台
湾
の
実
情
に
あ
わ
な
い
部
局
・
機
関

を
数
多
く
有
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
人
民
之
世
話
は
至
り
て
少
く
し
て
官
吏
之
世
話
の
み
に
汲
々
た
る
」
と
い
う
具
合
に
、
人
件
費
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
圧
迫
に
よ
る
行
政
事
務
の
停
滞
が
地
方
行
政
の
常
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
当
時
地
方
税
規
則
な
ど
は
い
ま
だ
定

め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
「
（
収
税
の
）
直
接
の
実
行
者
た
る
地
方
一
部
の
局
に
当
っ
て
居
る
も
の
は
、
収
入
に
勉
め
た
か
ら
と
云
ふ
て
其

収
入
を
直
に
其
県
な
り
其
庁
な
り
の
経
費
に
使
ふ
と
い
う
訳
に
行
か
ず
」
、
こ
う
し
た
面
か
ら
し
て
も
、
お
の
ず
と
徴
税
事
務
は
停
滞
す
る
よ

　
　
　
　
⑩

う
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
結
果
、
総
督
府
特
別
会
計
は
歳
入
見
通
し
の
あ
ま
さ
も
あ
い
ま
っ
て
、
年
々
か
な
り
の
歳
入
欠
損
を
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と

え
ば
、
九
六
年
度
に
お
い
て
は
、
製
茶
税
則
の
実
施
の
遅
れ
な
ど
の
た
め
に
歳
入
経
常
部
で
三
九
七
万
円
余
の
欠
損
（
予
算
額
は
六
六
八
万
円

余
）
を
見
た
し
、
ま
た
九
七
年
度
に
お
い
て
は
、
歳
入
経
常
部
予
算
と
し
て
八
一
一
万
円
余
が
計
上
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
実
、
実
収
見
込
額

は
五
六
六
万
円
余
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
で
さ
え
土
匪
の
蜂
起
に
よ
っ
て
停
滞
し
て
い
た
総
督
府
の
行
政
は
、
こ
の
経
費
不

足
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
そ
の
停
滞
の
度
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
　
「
経
費
予
算
ノ
足
ラ
サ
ル
資
金
各
種
行
政
ハ
充
分
ノ
活
動
ヲ
為
ス
能
ハ
ス
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
声
は
、
総
督
府
内
で
次
第
に
た
か
ま
り
を
み
せ
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
総
督
府
特
別
会
計
へ
の
国
庫
補
充
金
増
額
要
求
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
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表1台湾総督府特別会計への一一

　　般会計からの補充金高

年度　1決算額　】予定額

3，eoo

2，S99

2，387

2A60

2，498

1，496

1，501

1，399

1，227

1，e47

　992

6，940

5，959

3，985

3，000

2，599

2，387

2，460

2，460

　700

㎜
9
7
9
8
9
9
㎜
・
－
・
2
・
3
㏄
・
5
・
6
㏄
・
8
・
9
㎜

単位＝千円。

千円未満4捨5入。
「予定額」とは，第13議会で修IE　・

成立した総督府作成の「20力年財政

計画」での予定補充金額。

出典　　r台湾統治綜覧』p．183。

う
け
と
っ
た
補
充
金
は
五
九
五
罪
九
〇
〇
〇
円
余
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
総
督
府
特
別
会
計
歳
入
総
額
の
約
七
割
に
も
相
当
し
て
い
た
。

当
時
、
国
庫
補
充
金
は
た
ん
に
そ
の
金
額
か
ら
み
て
も
、
台
湾
経
営
上
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
意
味
あ
い
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
台
湾
経
費
の
膨
張
に
た
い
し
、
国
内
諸
政
治
勢
力
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
地
租
増
徴
問
題
と
高
野
事
件
が
お
こ
る
ま
で
、
藩
閥
官
僚
も
自
由
党
も
改
進
－
進
歩
党
も
、
一
方
で
台
湾
財
政
の
独
立
を
望
み
な
が
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

他
方
で
新
領
土
の
経
営
に
当
初
の
あ
い
だ
は
多
額
の
経
費
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
い
た
。
実
際
、
第
九
・
十
両
議
会
で
補
充

金
削
減
を
主
張
し
た
の
は
自
由
党
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
同
党
の
削
減
論
は
「
台
湾
経
営
ノ
為
メ
ニ
創
業
ノ
際
巨
額
ノ
費
ヲ
要
ス
ル
ハ
已
ム
ヲ
得

ズ
ト
錐
モ
其
方
法
宜
シ
キ
ヲ
得
ス
」
、
す
な
わ
ち
、
松
方
内
閣
が
本
来
軍
備
拡
張
費
の
よ
う
な
臨
時
の
支
出
を
購
う
べ
き
償
金
収
入
を
も
っ
て
（

経
常
費
的
性
格
を
も
つ
総
督
府
へ
の
補
充
金
財
源
に
あ
て
て
い
る
の
を
非
難
す
る
観
点
の
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
の
財
政
独
立
を
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

府
に
せ
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
地
租
増
徴
問
題
の
登
場
と
高
野
事
件
の
勃
発
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
一
変
す
る
。
と
い
う
の
は
、
松
方
内
閣
が
地
租

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

増
徴
に
踏
み
き
っ
た
最
大
の
直
接
的
要
因
は
、
実
に
台
湾
関
係
費
の
予
定
外
の
膨
張
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
諸
政
党
が
地
租

、
総
督
府
特
別
会
計
の
歳
入
欠
損
を
補
填
す
る
た
め
に
、
、
当
初

の
あ
い
だ
政
府
は
、
補
充
金
を
当
初
計
画
以
上
に
増
や
さ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
経
営
に
着
手
す
る
に
際
し

て
政
府
が
計
画
し
た
「
台
湾
経
費
補
足
」
額
は
（
九
六
年
度
か

ら
単
年
度
あ
た
り
三
〇
〇
万
円
（
油
画
年
度
で
三
〇
〇
〇
万
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
表
r
に
示
し
た
ご

と
く
、
早
く
も
初
年
度
か
ら
大
幅
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

の
で
あ
る
つ
ち
な
み
に
九
七
年
度
予
算
に
お
い
て
、
総
督
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
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増
徴
に
反
対
し
つ
づ
け
る
か
ぎ
り
、
か
れ
ら
は
台
湾
統
治
改
革
を
も
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
自
由
党
か
ら
述
べ
れ
ば
、
同
党
は
「
若
シ
夫
レ
台
湾
二
財
源
ナ
ク
ン
ハ
、
国
庫
ヲ
傾
ケ
テ
新
劇
ノ
土
地
二
巨
額
ノ
経
費
ヲ
投
ス
ル
ノ
、

己
ム
ヲ
得
サ
ル
老
ア
ラ
ン
。
然
レ
ト
モ
、
台
湾
ハ
財
源
二
富
ミ
民
力
二
裕
カ
ナ
リ
。
台
湾
人
民
ノ
負
担
ハ
内
国
人
民
ノ
五
分
一
目
モ
足
ラ
ス
、

清
国
ノ
治
下
二
在
リ
シ
時
二
比
シ
テ
大
二
軽
減
ス
ル
所
ア
リ
。
台
湾
ノ
財
政
二
困
難
ナ
ル
ハ
、
其
計
画
ノ
未
タ
宜
キ
ヲ
得
サ
ル
ニ
由
ル
ノ
ミ
。
」

と
し
、
松
方
内
閣
に
た
い
し
補
充
金
の
大
幅
削
減
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来
補
充
金
の
削
減
に
は
自
由
党
ほ
ど
「
熱
心
」
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
っ
た
進
歩
党
も
、
同
様
に
補
充
金
削
減
論
を
主
張
し
は
じ
め
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
補
充
金
削
減
論
は
、
い
ず
れ
も
統
治
改
革
に
よ
る
台
湾
財
政
の
整
理
を
要
求
し
て
い
た
。
　
「
腐
敗
官
吏
」
の
摘
発
を
精
力
的
に
推

し
す
す
め
よ
う
と
し
た
高
野
の
周
辺
に
多
く
の
政
党
人
が
あ
つ
ま
り
、
高
野
非
職
を
強
行
し
た
松
方
内
閣
を
は
げ
し
く
糾
弾
し
た
の
は
、
ま
さ

に
地
租
増
徴
問
題
と
統
治
改
革
問
題
と
が
緊
密
に
連
動
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
両
党
の
増
徴
反
対
は
、
そ
の
「
副
産
物
」
と
し
て
台
湾
統

治
改
革
論
を
誘
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
政
党
側
が
地
租
増
徴
に
賛
成
し
財
政
整
理
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
改
革
に
一
定
の
め
ど
が
た
て
ば
、
そ
の

補
充
金
削
減
論
は
あ
る
程
度
は
郷
制
さ
れ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
に
第
＝
二
議
会
で
憲
政
党
は
地
租
欝
欝
に
賛
成
し

た
が
、
そ
の
後
同
党
は
お
も
て
だ
っ
て
は
補
充
金
削
減
は
主
張
せ
ず
、
ま
た
高
野
と
の
関
係
も
急
速
に
疎
遠
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、

地
租
増
徴
に
反
対
し
そ
の
後
も
地
租
復
旧
を
主
張
し
つ
づ
け
た
憲
政
本
党
は
、
補
充
金
全
廃
等
か
ら
な
る
台
湾
関
係
費
の
削
減
を
通
じ
て
復
旧

財
源
を
捻
出
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
同
党
は
高
野
支
援
の
態
度
を
く
ず
さ
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
政
党
側
に
お
け
る
統
治
改
革
論
の
た
か
ま
り
と
当
時
の
財
政
逼
迫
状
況
は
、
拓
殖
務
省
を
し
て
補
充
金
削
減
策
を
と
ら
し
め
た
。
す

な
わ
ち
、
九
八
年
度
予
算
原
案
の
作
成
時
に
、
高
島
宰
相
は
総
督
府
の
提
出
し
た
予
算
案
を
大
幅
に
、
し
か
も
総
督
府
に
な
ん
の
事
前
連
絡
も

な
く
削
減
し
た
の
で
あ
る
。
既
述
の
ご
と
く
、
当
時
総
督
府
内
に
は
補
充
金
増
額
論
が
拾
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
ら
両
者
間
の
対
立
は
深
刻
化
し
た
の
で
あ
る
。
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地
租
増
徴
失
敗
に
よ
り
第
二
次
松
方
内
閣
は
総
辞
職
し
た
が
（
＝
一
月
目
、
補
充
金
削
減
路
線
は
後
継
内
閣
た
る
第
三
次
伊
藤
内
閣
に
よ
っ
て

本
格
化
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
岡
内
閣
の
井
上
蔵
栢
は
、
補
充
金
の
一
挙
的
半
減
案
（
六
〇
〇
万
円
↓
三
〇
〇
万
円
）
を
総
督
府
に
提
起
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

で
あ
る
。
そ
の
際
、
財
政
整
理
等
々
の
統
治
改
革
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
だ
が
こ
れ
は
、
補
充
金
増
額
を
め
ざ
す
総
督
府
側
に
は
到
底
う
け
い
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
高
野
事
件
と
な
ら
ん
で
こ
の
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

政
問
題
も
ま
た
、
乃
木
総
督
退
陣
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
高
野
事
件
と
地
租
増
徴
問
題
の
登
場
以
前
に
お
い
て
は
、
藩
閥
勢
力
も
自
由
党
も
進
歩
党
も
、
い
ず
れ
も
台
湾

財
政
の
将
来
的
な
独
立
1
1
補
充
金
廃
止
を
望
ん
で
は
い
た
も
の
の
、
性
急
に
補
充
金
を
削
減
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
み
な
、
新

領
土
の
経
営
に
多
額
の
経
費
を
要
す
る
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
地
租
増
徴
の
最
大
の
直
接
的
要
因
が
総
督

府
補
充
金
の
予
想
外
の
膨
張
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
諸
政
党
を
し
て
地
租
増
徴
を
阻
止
す
る
た
め
の
台
湾
統
治
改
革
論
を
主
張
さ
せ
た
。
政
府
も

ま
た
、
地
租
増
徴
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
台
湾
統
治
改
革
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
補
充
金
半
減
を
う
ち
だ
す
に

い
た
っ
た
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
後
藤
が
台
湾
に
赴
任
し
た
当
時
、
藩
閥
一
政
党
を
通
じ
て
台
湾
統
治
改
革
一
癖
賃
金
削
減
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
形

成
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
補
充
金
の
大
幅
削
減
は
多
か
れ
少
な
か
れ
植
民
地
課
税
の
強
化
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
下
手
を
す
れ
ば
植
民
地
民
衆
の
一
層
の
反
発
を
ま
ね
き
、
土
匪
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
台
湾
関
係
費
を
膨
張
さ

せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
予
想
さ
れ
る
こ
う
し
た
「
悪
循
環
」
に
お
ち
い
る
こ
と
な
く
、
い
か
に
台
湾
統
治
全
般
を
た
て
な
お
し
て
い
く
か
。
そ

れ
が
、
後
藤
に
あ
た
え
ら
れ
た
第
一
の
政
策
課
題
で
あ
っ
た
。
以
下
第
二
章
に
お
い
て
は
、
右
の
課
題
を
後
藤
が
ど
の
よ
う
に
「
解
決
」
し
た

か
を
、
か
れ
の
意
見
書
「
台
湾
統
治
救
急
案
」
を
中
心
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。

①
本
章
の
な
か
で
と
く
に
註
を
附
さ
な
か
っ
た
個
所
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
参

照
の
こ
と
。

②
　
本
稿
で
い
う
「
統
治
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
た
ん
に
総
督
府
を
さ
す
の
み
な
ら
ず
、

拓
殖
務
省
の
よ
う
な
中
央
機
関
や
予
算
審
議
権
を
行
使
す
る
帝
国
議
会
を
も
ふ
く
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む
用
語
で
あ
る
。

⑧
『
東
京
日
日
新
聞
』
一
八
九
七
年
七
月
一
一
馨
。

④
　
大
久
保
鉄
作
「
台
政
今
後
の
方
針
」
（
『
進
歩
党
党
報
』
七
）
。

⑤
　
　
「
第
十
三
議
会
報
告
書
」
五
四
四
頁
（
『
憲
政
党
党
報
』
九
）
、
　
『
台
湾
協
会
会

　
報
』
四
〇
（
以
下
『
会
報
』
）
四
四
頁
よ
り
算
出
。

⑥
当
時
台
湾
の
「
財
政
独
立
」
と
は
、
総
督
府
特
別
会
計
が
本
国
か
ら
の
「
補
充

　
金
」
な
し
で
運
営
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
な
お
、
台

　
湾
事
業
公
債
法
（
後
述
）
の
成
立
に
よ
る
「
公
債
募
集
金
補
充
」
は
、
台
湾
歳
入

　
を
償
還
財
源
と
し
て
い
た
関
係
上
、
　
「
補
充
金
」
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

⑦
　
　
「
第
十
回
帝
国
議
会
　
衆
議
院
台
湾
総
督
府
特
別
会
計
法
案
審
査
特
別
委
員
会

　
速
記
録
（
第
一
号
）
」
一
頁
（
以
下
「
会
計
法
案
速
記
録
」
）
。

⑧
「
桂
太
郎
自
伝
」
二
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
桂
太
郎
関
係
文

　
書
』
七
七
i
一
）
。

⑨
一
八
九
七
年
九
月
一
五
日
付
伊
藤
博
文
あ
て
台
湾
置
数
県
知
事
小
倉
儒
近
書
翰

　
（
伊
藤
博
文
関
係
文
書
研
究
会
編
『
伊
藤
博
文
関
係
文
書
』
三
〔
塙
書
房
、
一
九

　
七
三
年
〕
一
九
〇
～
｝
九
　
頁
）
。

⑩
峡
謙
斎
「
台
湾
財
政
談
」
（
『
会
報
』
二
八
）
。

⑪
　
明
治
財
政
史
編
纂
会
編
『
明
治
財
政
史
』
三
、
八
七
五
～
八
七
六
、
八
八
二
頁
。

　
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
執
筆
者
不
明
「
台
湾
二
関
ス
ル
意
見
書
」
。

⑫
　
室
山
義
正
『
近
代
日
本
の
軍
事
と
財
政
騒
　
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
二

　
二
二
～
二
二
三
、
二
三
二
～
二
三
三
頁
。

⑬
台
湾
総
督
府
官
房
文
書
課
編
『
台
湾
統
治
綜
覧
』
（
総
督
府
、
一
九
〇
八
年
）

　
一
七
七
頁
。

⑭
　
現
に
阪
谷
芳
郎
な
ど
も
、
　
「
明
年
カ
ラ
直
グ
独
立
ガ
ー
財
政
上
ノ
独
立
が
出
来

　
ル
カ
ト
云
フ
ニ
ナ
カ
ナ
カ
サ
ウ
ハ
参
リ
マ
セ
ヌ
」
と
し
、
補
充
金
が
当
分
必
要
な

　
ご
と
遊
認
め
て
い
た
（
「
会
計
法
案
速
記
録
」
一
頁
）
。

⑮
　
「
第
十
議
会
自
由
党
代
議
士
報
告
書
」
一
六
頁
（
『
自
由
党
党
報
』
一
三
一
）
。

　
な
お
、
第
九
議
会
に
お
け
る
自
由
党
の
補
充
金
削
減
論
も
、
財
政
計
画
全
体
の
妥

　
当
性
を
問
う
こ
と
の
一
環
と
し
て
主
張
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
　
（
「
第
九
議
会
自
由

　
党
代
議
士
報
告
書
」
一
一
頁
、
同
右
一
〇
七
）
。
ち
な
み
に
、
削
減
額
は
そ
れ
ぞ

　
れ
六
三
万
七
〇
〇
〇
円
、
一
〇
万
円
と
、
地
租
増
徴
問
題
登
場
後
の
三
〇
〇
万
円

　
削
減
案
（
後
述
）
に
く
ら
べ
れ
ば
格
段
に
小
さ
い
。

⑯
第
＝
議
会
に
提
出
さ
れ
た
政
府
増
税
案
で
は
、
地
租
増
徴
に
よ
る
歳
入
増
一

　
三
八
○
万
円
と
台
湾
諸
経
費
一
三
七
〇
万
円
と
が
ほ
ぼ
均
衡
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
こ
の
台
湾
諸
経
費
は
経
費
不
足
総
額
二
二
七
〇
万
円
の
骨
壷
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

　
め
て
い
た
（
室
山
前
掲
書
二
六
三
～
二
六
五
頁
）
。

⑰
　
　
「
第
十
一
議
会
自
由
党
代
議
士
報
告
書
」
　
｝
六
～
一
七
頁
（
『
自
由
党
党
報
臨

　
一
四
八
）
、
「
財
政
不
整
理
の
顛
末
」
（
『
進
歩
党
聖
職
』
｝
五
）
。

⑱
『
東
京
日
臼
新
聞
』
一
八
九
七
年
七
月
＝
日
。

⑲
G
1
2
、
エ
ハ
八
～
一
六
九
頁
。
⑳
台
湾
総
督
府
警
務
局
編
『
台
湾
総
督
府
警

　
察
沿
革
誌
』
1
第
二
簾
領
台
以
後
の
治
安
状
況
．
上
1
（
同
警
務
局
、
一
九
三
八

　
年
）
一
七
七
頁
。

二
　
後
藤
に
よ
る
統
治
改
革
　
－
旧
慣
温
存
と
経
費
節
減
i

　
一
八
九
八
年
一
月
、
伊
藤
首
相
か
ら
民
政
局
長
就
任
を
要
請
さ
れ
た
後
藤
は
、
伊
藤
・
井
上
・
児
玉
・
桂
ら
藩
閥
指
導
者
に
「
台
湾
統
治
救

　
①

急
案
」
と
題
す
る
意
見
書
を
送
附
し
、
統
治
改
革
に
か
ん
す
る
か
れ
ら
の
原
則
的
同
意
を
と
り
つ
け
た
。
こ
の
意
見
書
の
骨
子
は
二
つ
の
部
分
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②

か
ら
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
は
、
旧
慣
温
存
原
則
に
も
と
つ
く
統
治
の
推
進
と
そ
れ
に
よ
る
台
湾
財
政
の
整
理
、
第
二
は
、
r
外
債
に
よ
る
鉄

道
・
港
湾
・
水
道
等
諸
施
設
の
整
備
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
後
藤
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
台
湾
統
治
混
乱
の
最
大
の
要
因
は
、
総
督
府
が
台
湾
の
旧
慣
を
無
視
し
て
「
直
二
以
テ
急
進
的
文
明
ノ

政
ヲ
施
サ
ン
ト
セ
シ
」
点
に
、
と
り
わ
け
台
湾
地
方
社
会
に
お
け
る
「
自
治
制
ノ
慣
習
」
を
破
壊
し
た
点
に
も
と
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の

「
自
治
制
ノ
慣
習
」
の
な
か
に
は
、
　
「
警
察
裁
判
、
土
兵
、
収
税
ノ
方
法
等
二
至
ル
迄
、
一
ト
シ
テ
備
ハ
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
が
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
そ
れ
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
総
督
府
の
業
務
は
中
央
i
地
方
を
通
じ
て
大
幅
に
縮
少
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
総

督
府
組
織
全
般
に
わ
た
る
組
織
の
簡
素
化
1
1
経
常
費
節
減
が
可
能
と
な
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
三
次
伊
藤
内
閣
は
総
督
府
特
別
会
計
へ
の
補
充
金
を
一
挙
に
半
減
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
後
藤
の
こ
の
構
想
は
、

本
国
政
府
の
補
充
金
削
減
要
求
と
旧
慣
破
壊
に
よ
る
民
心
離
叛
1
1
土
匪
の
蜂
起
と
を
、
旧
慣
温
存
と
そ
れ
に
よ
る
行
財
政
改
革
に
よ
っ
て
一
挙

的
に
解
決
し
よ
う
と
し
た
、
き
わ
め
て
巧
妙
な
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
後
藤
は
、
こ
う
し
た
本
国
政
府
の
要
求
に
け
っ
し
て
本
心

か
ら
同
意
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
同
意
見
書
は
つ
づ
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
台
湾
ノ
統
治
ヲ
シ
テ
其
完
成
ヲ
期
セ
シ
メ
ソ
ト
欲
セ
バ
、
本
圏
政
府
既
成
ル
ベ
ク
其
施
政
二
干
渉
セ
ズ
、
其
全
権
ヲ
総
督
三
委
任
シ
、
総
督
府
ヲ
シ
テ

　
　
自
動
的
活
動
ヲ
為
サ
シ
メ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
而
シ
テ
之
ヲ
為
サ
シ
メ
ソ
ト
欲
セ
バ
、
勢
ヒ
台
湾
ノ
財
政
ハ
総
督
二
一
任
シ
テ
、
其
責
二
任
セ
シ
ム
ル
ヲ
要

　
　
ス
。
葡
シ
テ
同
島
ノ
財
政
ハ
、
蓋
シ
公
債
二
頼
ル
ヨ
リ
良
キ
ハ
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
徹
底
し
た
積
極
財
政
論
者
で
あ
っ
た
後
藤
に
と
っ
て
、
も
と
も
と
植
民
地
財
政
の
拡
大
は
忌
む
べ
き
事
態
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

植
民
地
に
積
極
的
に
資
金
を
投
じ
て
鉄
道
等
の
諸
施
設
を
整
備
し
、
植
民
地
の
産
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
植
民
地
領
有
の
メ
リ
ッ
ト
な
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
植
民
地
に
た
い
す
る
積
極
的
資
金
投
下
は
、
植
民
地
の
独
立
防
止
策
と
し
て
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
右
の

引
用
文
に
つ
づ
け
て
後
藤
は
、
公
債
は
外
債
と
し
て
募
集
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鉄
道
・
港
湾
等
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
諸
事
業

が
軌
道
に
の
っ
た
暁
に
は
、
た
だ
に
外
債
を
台
湾
自
身
の
負
担
で
償
還
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
台
湾
歳
入
を
倍
増
さ
せ
財
政
状
態
を
飛
躍
的
に

12　C684）

’



後藤新平と植民地経営（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

好
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
　
「
台
湾
統
治
救
急
案
」
の
概
要
で
あ
る
。
後
藤
は
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
を
め
ざ
し
つ
つ
も
、
藩
閥
一
政
党
を
通
じ
て
の
補
充

金
削
減
要
求
に
は
抗
し
き
れ
ず
、
旧
慣
温
存
1
1
経
常
費
節
減
を
挺
子
に
公
債
の
大
蚤
発
行
1
1
事
業
費
膨
張
を
お
こ
な
っ
て
、
積
極
主
義
的
植
民

地
経
営
を
実
行
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
右
意
見
書
で
後
藤
が
統
治
シ
ス
テ
ム
問
題
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
の
は
、
前
年
の

シ
ス
テ
ム
改
革
が
た
ん
に
拓
殖
務
省
廃
止
に
と
ど
ま
り
、
結
果
的
に
総
督
府
の
「
自
動
的
活
動
」
の
余
地
が
拡
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と

　
　
　
⑤

思
わ
れ
る
。

　
さ
て
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
構
想
に
も
と
つ
く
後
藤
の
統
治
改
革
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
地
方
制
度
改
革
か
ら
検

討
し
て
い
こ
う
。

　
後
藤
が
赴
任
し
た
当
時
の
台
湾
の
地
方
制
度
は
、
六
県
三
智
と
そ
の
下
級
行
政
機
関
で
あ
る
辮
務
署
か
ら
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
と

は
別
に
警
察
署
が
各
地
に
設
置
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
ま
え
に
も
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
地
方
制
度
は
制
度
上
の
欠
陥
を
か
か
え
て
お
り
、
統
治

の
実
績
も
ほ
と
ん
ど
あ
が
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
後
藤
は
、
旧
慣
温
存
1
1
経
常
費
節
減
構
想
に
よ
る
改
革
に
着
手
す
る
。
す
な
わ
ち
、
台
湾
土
着
の
「
自
治
的
警
察
機
関
」
で
あ
っ
た

恵
賜
を
再
編
・
「
復
活
」
さ
せ
、
こ
れ
に
末
端
行
政
事
務
と
り
わ
け
警
察
事
務
を
分
担
さ
せ
る
と
と
も
に
（
九
八
年
八
月
「
鶴
甲
条
例
」
）
、
主
殿
三

慧
智
を
三
県
四
諦
に
あ
ら
た
め
、
行
政
の
簡
易
化
・
効
率
化
が
追
求
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
措
置
に
と
も
な
っ
て
総
督
府
組
織
も
改
革

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
合
計
一
〇
八
○
人
も
の
官
吏
が
罷
免
さ
れ
だ
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
制
度
改
革
で
重
要
な
の
は
警
察
官
に
県
・
庁
官
吏

を
兼
任
さ
せ
た
こ
と
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
行
政
機
関
は
警
察
機
関
を
兼
ね
る
よ
う
に
な
り
、
制
度
簡
易
化
の
徹
底
が
図
ら
れ
た
。
な
お
、

九
八
年
に
は
「
地
方
税
規
則
」
も
制
定
さ
れ
、
一
県
の
経
費
は
原
則
と
し
て
そ
の
県
の
税
収
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
従
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

停
滞
ぎ
み
で
あ
っ
た
徴
税
事
務
も
よ
う
や
く
軌
道
に
の
り
は
じ
め
た
。

　
以
上
の
制
度
改
革
と
併
行
し
て
、
後
藤
は
対
土
匪
政
策
に
お
け
る
「
帰
順
政
策
」
の
本
格
的
採
用
に
踏
み
き
っ
た
。
帰
順
政
策
と
は
、
個
々
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の
土
匪
集
団
内
部
の
「
良
民
」
的
部
分
と
そ
れ
以
外
の
「
政
治
犯
」
的
部
分
と
の
分
離
を
通
じ
て
、
土
匪
集
団
を
内
側
か
ら
き
り
崩
そ
う
と
す

る
政
策
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
　
「
帰
順
資
格
」
を
旧
良
民
の
み
に
限
定
し
て
そ
の
帰
順
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、
の
こ
り
の
部
分
に
は
警
察

力
を
主
体
と
す
る
武
力
「
討
伐
」
を
か
け
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
た
。
別
言
で
も
若
干
触
れ
て
お
い
た
が
、
領
台
以
後
の
土
匪
の
大
半
は
日

本
軍
が
「
製
造
」
レ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
蜂
起
地
域
住
民
の
無
差
別
的
殺
職
を
と
も
な
う
陸
軍
の
武
断
的
対
土
薩
政
策
が
、
一
般

住
民
の
土
匪
化
を
促
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
帰
順
政
策
の
採
用
1
1
武
力
討
伐
の
抑
制
は
多
く
の
土
匪
集
団
の
内
部
崩
壊
を
ま
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

き
、
一
九
〇
二
年
を
境
に
土
匪
の
活
動
は
一
応
の
「
終
熔
」
を
み
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
述
べ
た
一
連
覇
翻
度
改
革
の
う
ち
、
面
懸
制
度
は
村
落
の
「
自
治
」
的
機
能
の
強
化
と
連
帯
責
任
制
の
導
入
に
よ
っ
て

良
民
の
土
匪
化
を
自
己
抑
制
さ
せ
る
目
的
で
創
設
さ
れ
、
地
方
行
政
機
関
の
警
察
機
関
化
は
対
土
匪
政
策
の
遂
行
主
体
を
陸
軍
か
ら
警
察
に
う

つ
し
た
こ
と
の
必
然
的
帰
結
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
連
の
綱
度
改
革
は
帰
順
政
策
の
採
用
と
も
対
応
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
帰
順
政
策
の
一
応
の
「
成
功
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
土
匪
集
団
の
実
態
に
関
す
る
正
確
な
認
識
を
そ
の
前
提
と
す
る
が
、
そ
う
し

た
認
識
は
清
朝
治
下
で
の
土
匪
の
あ
り
か
た
や
台
湾
の
社
会
状
態
に
た
い
す
る
認
識
の
深
ま
り
な
し
に
は
、
到
底
獲
得
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
帰
順
政
策
の
登
場
こ
そ
は
、
ま
さ
し
く
旧
慣
温
存
原
則
の
政
策
レ
ベ
ル
へ
の
反
映
の
一
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
後
藤
に
よ
る
一
連
の
制
度
改
革
と
帰
順
政
策
の
採
用
と
の
あ
い
だ
に
は
密
接
な
連
関
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら

は
「
旧
慣
温
存
に
よ
る
経
常
費
節
減
」
論
の
「
見
事
な
」
実
践
で
あ
っ
た
と
評
価
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
政
策
に
よ
っ
て
台
湾
の
財
政
状
態
は
ど
う
好
転
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
台
湾
関
係
費
の
国
庫
負
担
額
（
特
別
会
計
へ
の
補
充
金
プ
ラ
ス
台
湾
関
係
軍
事
費
）
は
、
九
六
年
度
の
一
八
一
四
万
円
余
（
一
般
会

計
歳
出
総
額
の
約
＝
パ
ー
セ
ン
ト
）
か
ら
、
九
九
年
度
＝
＝
二
万
円
余
（
約
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
・
一
九
〇
一
年
度
一
〇
一
九
万
円
余
（
軽
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

パ
ー
セ
ン
ト
）
と
急
速
に
減
少
し
た
。
そ
し
て
、
国
庫
補
充
金
は
一
九
〇
五
年
度
に
は
つ
い
に
全
廃
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
な
に
よ

り
も
ま
ず
、
後
藤
の
統
治
改
革
に
よ
っ
て
総
督
府
の
歳
入
が
飛
躍
的
に
増
大
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
九
八
年
七
四
九
万
円
余
一
一
〇
〇
、
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一
九
〇
一
年
度
一
一
七
一
万
円
余
一
一
五
六
、
〇
五
年
度
一
＝
六
九
万
円
余
一
二
八
九
）
。
し
か
も
、
歳
入
増
の
お
も
な
部
分
は
、
「
間
接
税
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
も
い
う
べ
き
専
売
収
入
（
樟
脳
・
阿
片
）
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
後
藤
の
周
到
な
配
慮
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
台
湾
財
政
状
態
の
飛
躍
的
好
転
1
1
財
政
独
立
の
達
成
は
、
従
来
国
庫
補
充
金
の
削
減
を
主
張
し
つ
づ
け
て
き
た
藩
閥
お
よ
び
政
党
勢

力
の
台
湾
財
政
問
題
に
た
い
す
る
態
度
に
い
か
な
る
影
響
を
あ
た
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
紙
幅
の
関
係
上
、
各
議
会
に
お
け
る
予
算
審
議
の
模
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
遂
一
追
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
つ
ぎ
の
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
か
れ
ら
を
し
て
台
湾
の

完
全
な
財
政
独
立
1
1
台
湾
関
係
軍
事
費
の
台
湾
支
弁
、
を
志
向
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
原
敬
は
「
台
湾
の
経
済
に
て
も
は
や
駐
兵
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

を
支
弁
し
て
可
な
ら
ん
」
と
後
藤
に
説
い
て
い
る
し
（
〇
六
年
十
月
二
八
日
越
、
憲
政
本
党
の
領
袖
大
石
正
巳
も
同
様
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
該
問
題
に
た
い
す
る
藩
閥
指
導
者
の
態
度
は
、
や
や
不
明
で
あ
る
が
、
初
代
韓
国
統
監
の
伊
藤
が
韓
国
統
治
費
の
韓
国
に
よ
る
支
弁
を
主
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

し
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
時
期
を
通
じ
て
藩
閥
指
導
者
の
主
要
関
心
は
軍
備
拡
張
に
あ
り
、
政
友
会
は

地
方
利
益
撒
布
政
策
を
追
求
し
は
じ
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
政
策
的
優
先
順
位
の
点
か
ら
み
て
も
、
ま
た
日
露
戦
争
後
の
財
政
逼
迫
状
況

か
ら
み
て
も
、
か
れ
ら
が
台
湾
財
政
の
独
立
を
踏
ま
え
て
台
湾
関
係
軍
事
費
の
台
湾
支
弁
を
主
張
し
は
じ
め
る
の
は
、
け
だ
し
当
然
の
こ
と
と

い
え
よ
う
。
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①
　
水
沢
市
立
後
藤
新
平
記
念
館
編
『
後
藤
新
平
文
書
』
R
1
1
2
（
雄
松
裳
、
一
九

　
七
九
年
）
。
以
下
、
　
「
G
M
」
と
略
称
。

②
　
こ
こ
で
い
う
旧
慣
温
存
と
は
、
法
制
．
教
育
お
よ
び
政
治
制
度
面
で
の
同
化
主

　
義
・
内
地
延
長
主
義
の
適
用
は
さ
し
控
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
台
湾
の

　
「
経
済
開
発
」
が
ひ
き
お
こ
す
旧
慣
の
破
壊
を
も
否
定
す
る
性
格
の
も
の
で
は
な

　
い
。

③
後
藤
の
財
政
観
は
、
「
生
産
的
経
済
二
伴
フ
智
計
ノ
膨
張
ハ
所
謂
暴
馬
伸
張
ノ

　
礎
帯
」
と
の
か
れ
の
言
葉
の
な
か
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
か
れ
は
政
友
会
や
桂
内

　
閣
で
す
ら
健
全
財
政
主
義
を
と
っ
て
い
た
第
一
七
議
会
時
で
も
、
外
債
募
集
・
増

　
税
に
よ
る
積
極
財
政
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
「
積
極
主
義
ノ
大
国
策
」
G

　
M
、
R
1
2
3
）
。

④
　
そ
の
持
論
た
る
積
極
財
政
論
か
ら
し
て
、
後
藤
に
と
っ
て
財
政
独
立
論
や
井
上

　
の
補
充
金
半
減
案
は
、
ま
さ
に
「
笑
フ
ヘ
キ
ノ
極
」
　
（
「
台
湾
統
治
に
関
す
る
覚

　
書
」
G
M
、
R
1
6
9
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
植
民
地
経
営
論
的
観
点
か
ら
し
て
も
、

　
こ
れ
ら
の
「
吝
費
主
義
」
は
非
難
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
　
「
凡

　
ソ
併
属
領
土
掘
教
ユ
ル
ニ
（
財
政
難
）
独
立
自
営
ノ
可
能
ヲ
以
テ
ス
ル
ハ
、
酬
則
チ

　
直
二
其
レ
ヲ
シ
テ
母
国
服
属
ノ
必
要
ヲ
疑
ハ
シ
ム
ル
所
以
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

　
る
（
「
満
韓
経
説
［
意
見
」
G
M
、
R
i
2
3
）
。
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⑥
六
三
法
と
総
督
武
官
綱
に
つ
い
て
は
、
反
内
地
延
長
論
者
た
る
後
藤
は
こ
れ
ら

　
の
制
度
を
台
湾
の
実
情
に
適
合
的
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
効
用
」
を
た
か
く
評
価

　
し
て
い
た
（
前
掲
「
台
湾
統
治
に
関
す
る
覚
書
」
）
。

⑥
　
G
1
2
、
七
一
～
七
四
、
一
五
｝
、
一
五
四
～
一
五
九
買
。
前
掲
「
台
湾
財
政

談
」
。

⑦
　
「
台
湾
ノ
土
匪
」
（
G
M
、
R
－
3
0
）
、
　
「
明
治
三
十
一
年
六
月
二
日
、
募
僚
参

　
謀
長
及
各
旅
団
長
二
対
ス
ル
児
玉
総
督
訓
示
ノ
要
領
」
　
（
G
M
、
R
－
2
3
）
。

⑧
『
会
報
隔
四
〇
、
四
畷
頁
よ
り
算
出
。

⑨
　
前
掲
『
台
湾
統
治
綜
覧
』
一
七
三
頁
。
ち
な
み
に
、
後
藤
が
赴
任
し
た
九
八
年

　
以
降
、
樟
脳
・
阿
片
二
部
門
の
専
売
収
入
だ
け
で
、
台
湾
の
全
内
地
税
の
歳
入
総

　
額
を
凌
駕
し
て
い
る
。

⑩
　
増
租
継
続
と
行
財
政
整
理
が
政
治
争
点
化
し
た
第
一
七
議
会
当
時
、
政
友
会
内

　
部
で
も
行
財
政
整
理
の
一
環
と
し
て
、
総
督
府
補
充
金
の
全
廃
論
が
登
場
し
た

　
（
桜
井
駿
「
行
政
財
政
整
理
私
案
概
要
」
、
『
政
友
』
三
四
）
。
し
か
し
、
そ
れ
は

　
当
時
の
増
租
継
続
が
海
軍
拡
張
の
た
め
の
財
源
確
保
策
で
あ
っ
た
た
め
に
、
松
方

　
内
閣
の
時
の
よ
う
な
一
大
政
治
争
点
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。

⑪
原
三
一
郎
編
『
原
敬
日
記
』
二
（
福
村
出
版
、
一
九
七
一
年
）
二
〇
四
頁
。
後

　
藤
が
原
の
こ
の
提
案
に
反
対
し
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
「
大
石
正
巳
政
治

　
日
誌
」
一
九
〇
五
年
一
二
月
五
日
の
条
ほ
「
予
算
大
体
の
方
針
に
就
て
」
（
国
立
国

　
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
大
石
正
巳
関
係
文
書
』
R
i
1
）
。

⑫
閥
原
敬
日
記
』
一
九
〇
六
年
二
月
四
日
の
条
。
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三
　
台
湾
事
業
公
債
法
の
成
立
　
一
積
極
主
義
と
植
民
地
経
営
一

　
さ
て
、
以
上
第
二
章
で
は
後
藤
の
旧
慣
温
存
一
経
常
費
節
減
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
「
台
湾
統
治
救
急
案
」
の
後
半

部
分
1
1
外
債
募
集
に
よ
る
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
が
、
台
湾
事
業
公
債
法
と
し
て
政
策
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
解
明
す
る
。

　
台
湾
事
業
公
債
法
が
成
立
（
九
九
年
三
月
）
す
る
ま
で
、
台
湾
に
お
け
る
鉄
道
・
港
湾
等
の
整
備
は
ほ
と
ん
ど
着
手
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た

と
え
ぼ
、
当
時
こ
う
し
た
諸
事
業
の
二
大
眼
目
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
基
隆
築
港
と
台
湾
縦
貫
鉄
道
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
r
前
者
は
「
築
港

調
査
費
」
が
臨
時
軍
事
費
よ
り
支
出
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
し
、
後
者
は
戦
後
不
況
の
影
響
を
う
け
て
台
湾
鉄
道
会
社
（
民
問
資
本
一
資
本
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

一
五
〇
〇
万
円
、
九
六
年
十
月
設
立
認
可
）
の
設
立
が
い
き
づ
ま
っ
て
い
た
た
め
に
、
敷
設
工
事
は
ま
っ
た
く
未
着
手
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

　
も
と
よ
り
政
府
と
て
、
台
湾
の
鉄
道
・
港
湾
等
の
整
備
に
当
初
か
ら
「
消
極
的
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
経
営
計
画

作
成
時
に
お
い
て
は
、
政
府
は
償
金
ま
た
は
公
債
財
源
に
よ
っ
て
寒
湿
施
設
の
整
備
を
す
す
め
る
考
え
で
あ
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ぼ
、
松
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

や
渡
辺
国
武
の
戦
後
経
営
計
画
で
は
、
台
湾
の
鉄
道
敷
設
や
築
港
は
公
債
発
行
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
公
債
を
財
源
に
設
定
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し
て
い
る
点
で
は
、
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ン
は
後
藤
の
台
湾
事
業
公
債
構
想
の
い
わ
ぼ
「
ひ
な
型
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
政
府
の
こ
う
し
た
「
積
極
的
」
計
画
は
実
行
に
う
つ
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
ま
の
と
こ
ろ
、
そ
の
理
由
は
も
う

ひ
と
つ
判
然
と
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
戦
後
経
営
計
画
の
実
施
過
程
に
お
い
て
、
軍
備
拡
張
費
が
当
初
の
松
方
・
渡
辺
案
に
く
ら
べ
て
格
段

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
増
加
を
示
し
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
後
藤
赴
任
時
に
お
い
て
は
、
藩
閥
指
導
者
（
と
く
に
伊
藤
）
も
諸
政
党
も
、
少
な
く
と
も
鉄
道
敷
設
に
か
ん
し
て
は
、
も
は
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

撃
鉄
会
社
の
よ
う
な
民
間
資
本
に
ま
か
せ
て
お
い
て
は
、
そ
の
早
急
な
着
工
は
望
み
え
な
い
と
い
う
点
で
意
見
の
一
致
を
み
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
問
題
は
、
鉄
道
敷
設
以
外
の
諸
事
業
（
基
隆
築
港
な
ど
）
に
も
着
手
す
る
か
否
か
と
い
う
事
業
規
模
の
問
題
と
、
こ
の
件
と
関
連
し
て
、

事
業
の
財
源
を
ど
こ
に
も
と
め
る
か
と
い
う
問
題
に
ほ
ぼ
絞
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
後
藤
の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
は
ま
ず
六
〇
〇
〇
万
円
事
業
公
債
計
画
と
し
て
、
第
三
次
伊
藤
内
閣
崩
壊

の
後
を
う
け
た
隈
板
内
閣
に
提
出
さ
れ
た
。
同
計
画
は
総
額
六
〇
〇
〇
万
円
に
の
ぼ
る
公
債
を
二
〇
年
計
画
で
順
次
募
集
し
、
そ
れ
を
財
源
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

鉄
道
敷
設
・
築
港
・
土
地
整
理
等
の
「
特
別
事
業
」
を
実
施
す
る
と
い
う
も
の
で
、
償
還
財
源
は
す
べ
て
台
湾
歳
入
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た
。

後
藤
は
九
八
年
十
月
に
上
京
し
、
同
計
画
に
つ
き
大
隈
首
相
や
松
田
正
久
蔵
相
（
旧
自
由
党
）
と
折
衝
を
お
こ
な
っ
た
。
　
こ
の
時
松
田
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
総
督
府
の
提
議
を
容
れ
、
専
ら
之
が
調
査
に
着
手
せ
し
め
た
」
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
隈
板
内
閣
の
崩
壊
に
よ
り
後
藤
の
下
工
作
は
む

だ
骨
と
な
っ
た
。
交
渉
は
、
つ
ぎ
の
第
二
次
山
県
内
閣
と
の
あ
い
だ
に
も
ち
こ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
山
県
内
閣
と
の
交
渉
は
、
翌
九
九
年
一
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
難
航
し
た
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
戦
後
不
況
の
深
刻
化
に
よ
っ
て
公

債
償
還
に
よ
る
経
済
界
救
済
が
財
界
筋
か
ら
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
規
公
債
の
発
行
が
困
難
と
な
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
一
方

で
は
、
地
租
増
徴
を
断
行
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
の
財
政
逼
迫
状
況
下
で
、
従
来
そ
の
「
放
漫
な
」
財
政
運
営
が
問
題
視
さ
れ
て
き
た
台
湾
に
、

た
と
え
そ
の
償
還
が
台
湾
歳
入
に
よ
る
と
は
い
え
、
総
額
六
〇
〇
〇
万
円
も
の
「
特
別
事
業
費
」
の
支
出
を
容
認
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
甲
鉄
会
社
の
例
を
み
て
も
、
戦
後
不
況
に
坤
吟
ず
る
財
界
に
台
湾
の
諸
事
業
を
ま
か
せ
る
こ
と
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は
も
は
や
不
可
能
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
こ
れ
ぢ
特
別
事
業
の
推
進
は
、
窮
極
的
に
は
台
湾
財
政
の
好
転
（
財
政
独
立
）
に
資
す
る
ば
ず
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

つ
た
。
し
か
も
、
特
別
事
業
に
は
当
初
か
ら
「
軍
事
的
性
格
」
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
（
詳
し
く
は
第
四
章
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
山
県
内
閣
は
、
後
藤
が
同
法
案
と
抱
き
あ
わ
せ
て
総
督
府
の
二
〇
蒸
器
財
政
計
画
を
作
成
し
、
そ
の
な
か
で
総
督
府
の
財
政
整

理
と
一
九
一
〇
年
度
か
ら
の
補
充
金
全
廃
を
公
約
し
た
こ
と
で
同
法
案
を
承
認
し
た
。
事
業
公
債
償
還
の
め
ど
を
つ
け
る
た
め
に
は
、
そ
の
償

還
財
源
た
る
台
湾
財
政
の
整
理
が
前
提
条
件
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
公
債
の
発
行
と
台
湾
財
政
の
整
理
と
は
緊
密
か
つ
不
可
分
に
結
び
つ

い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
起
債
総
額
は
四
〇
〇
〇
万
円
に
減
額
さ
れ
、
ま
た
公
債
償
還
論
の
存
在
を
考
慮
し
て
、
同
公
債
の
発
行
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

台
湾
銀
行
（
後
に
は
、
大
蔵
省
預
金
部
）
引
受
け
に
よ
る
特
別
発
行
と
な
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
台
湾
事
業
公
債
法
案
は
四
〇
〇
〇
万
円
公
債
案
と
し
て
第
一
三
議
会
に
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
同
法
案
に
た
い

し
て
諸
政
党
は
い
か
な
る
態
度
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
、
積
極
主
義
を
標
榜
し
て
い
た
憲
政
党
で
あ
る
が
、
同
党
星
亨
派
の
機
関
紙
『
人
民
』
は
、
法
案
の
委
員
会
審
議
が
開
始
さ
れ
た
直
後

　
　
　
　
　
　
⑨

に
「
台
湾
の
経
営
」
な
る
論
説
を
掲
げ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
今
日
世
人
の
台
湾
に
対
す
る
意
向
」
に
は
二
様
あ
る
。

二
は
積
極
的
経
営
を
主
張
し
、
大
に
富
源
を
開
拓
し
て
、
新
版
図
領
有
の
意
を
実
に
せ
ん
と
欲
す
る
も
の
也
。
一
は
消
極
的
手
段
を
執
り
、

其
自
然
の
発
達
に
任
せ
、
唯
成
る
べ
く
台
湾
の
経
営
の
嘗
め
に
国
庫
を
累
は
す
如
き
こ
と
な
か
ら
ん
を
期
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

台
湾
の
地
は
「
こ
れ
を
關
か
ば
、
以
て
日
本
の
一
大
富
源
た
る
べ
き
」
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
し
、
ま
た
「
海
峡
以
東
の
要
衝
」
た
る
軍
事
的

意
義
を
も
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
「
筍
も
経
営
其
道
を
得
ば
、
豊
に
独
り
台
湾
会
計
の
独
立
を
得
る
の
み
な
ら
ん
や
、
貴
に
独
り
四
千

万
円
若
く
は
六
千
万
円
内
外
の
公
債
を
其
歳
入
よ
り
償
還
し
得
る
の
み
な
ら
ん
や
、
其
総
日
本
の
繁
栄
を
翼
く
る
も
決
し
て
望
み
な
き
に
あ
ら

ざ
る
べ
し
」
、
「
国
防
上
」
の
観
点
か
ら
し
て
も
台
湾
縦
貫
鉄
道
の
敷
設
だ
け
で
も
な
ん
と
し
て
も
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
台

湾
領
有
の
素
志
を
貫
か
ん
と
欲
せ
ば
、
是
非
と
も
積
極
的
手
段
に
嵐
で
、
所
謂
恒
久
の
心
を
以
て
遠
大
の
計
画
」
を
お
こ
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
星
－
関
東
派
が
事
業
公
債
法
案
に
肯
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
右
の
要
約
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
党
内
に
は
総
額

18　（690）



四
〇
〇
〇
万
円
と
い
う
起
債
規
模
に
た
い
す
る
反
対
論
が
存
在
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
さ
き
の
六
〇
〇
〇
万
円
公
債
計
画
に
た
い
す

る
山
県
の
危
惧
と
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
後
藤
と
星
の
あ
い
だ
で
妥
協
が
成
立
し
、
起
債
総
額
を
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

五
〇
〇
万
円
と
す
る
こ
と
で
憲
政
党
は
同
法
案
に
賛
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
表
門
参
照
）
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
憲
政
党
が
台
湾
事
業
公
債
法
案
に
賛
成
で
き
た
理
由
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
一
に
指
摘
で
き
る
の
は
、

同
党
が
す
で
に
こ
の
時
点
に
お
い
て
地
租
増
徴
に
賛
成
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
え
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
台
湾
経
費
の
予
想
外
の
膨
張
は

地
租
増
徴
の
一
大
要
因
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
憲
政
党
の
増
徴
賛
成
は
と
り
も
な
お
さ
ず
同
党
が
台
湾
関
係
費
の
膨
張
を
あ
る
程
度
認
め

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
二
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
後
藤
の
旧
慣
温
存
1
1
経
常
費
節
減
路
線
に
よ
っ
て
台
湾
の
財
政
状
態
が
急
速
に
改

善
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
地
租
増
徴
に
賛
成
し
た
憲
政
党
と
し
て
は
、
強
い
て
補
充
金
削
減
を
主
張
す
る
必
要
は
こ
の
点

後藤断平と植民地経営（小林）

一ee　ll　台湾事業公債法案の変遷

成立案
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築港費 200 1，000 ｝　　200
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｡舎建築費
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か
ら
し
て
も
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
後
藤
に
よ
る
財
政
独
立
の
公
約
1
1
償
還

財
源
の
安
定
化
が
、
憲
政
党
の
賛
成
を
促
進
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
憲
政

党
が
後
藤
と
妥
協
で
き
た
の
は
、
お
よ
そ
以
上
の
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
（
「
国
防
上
」
の

理
由
も
あ
る
が
こ
れ
は
後
述
す
る
）
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
憲
政
党
の
台
湾
事
業
公
債
法
案
に
た
い
す
る
態
度
は
、
同
党
の

地
租
増
徴
法
案
賛
成
に
よ
っ
て
な
か
ば
決
定
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
憲
政

本
党
の
地
租
増
徴
反
対
は
同
党
の
該
法
案
に
た
い
す
る
態
度
を
ほ
ぼ
決
定
し
た
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
地
租
増
徴
反
対
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
憲
政
本
党
は
も
っ
と
も
急
進
的
に
台
湾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
財
政
整
理
を
主
張
す
る
政
治
勢
力
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
党
と

し
て
は
事
業
公
債
法
案
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
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た
だ
し
、
憲
政
本
党
で
も
鉄
道
敷
設
等
の
諸
事
業
が
や
が
て
は
台
湾
経
済
を
活
性
化
し
、
財
政
独
立
に
プ
ラ
ス
に
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
と
の

見
通
し
は
も
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
償
金
残
余
金
五
〇
〇
〇
万
円
を
財
源
と
す
る
諸
事
業
実
行
案
が
考
案
さ
れ
た
。
償
金
を
財
源
と
す
れ
ば
公

債
発
行
は
不
用
と
な
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
・
本
国
経
済
に
も
台
湾
経
済
に
も
あ
ら
た
な
負
担
を
か
け
な
い
で
す
む
。
そ
の
意
味
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

こ
の
案
は
地
租
増
徴
反
対
と
台
湾
特
別
事
業
の
推
進
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
苦
肉
の
策
で
あ
っ
た
。

　
と
も
あ
れ
、
台
湾
事
業
公
債
法
は
憲
政
党
の
賛
成
に
よ
り
成
立
し
（
三
月
二
二
日
）
、
こ
こ
に
総
額
三
五
〇
〇
万
円
の
事
業
公
債
を
財
源
と
し

て
台
湾
の
「
特
別
事
業
」
は
着
手
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
六
〇
〇
〇
万
円
事
業
公
債
計
画
を
抱
懐
し
て
い
た
後
藤
に
と
っ
て
、

三
五
〇
〇
万
円
と
い
う
金
額
は
過
少
に
す
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
憲
政
党
の
主
張
す
る
積
極
主
義
と
後
藤
の
主
張
す
る
積
極
主
義
と

の
あ
い
だ
に
は
、
内
容
的
に
大
き
な
隔
り
が
存
在
し
て
い
た
。

　
さ
き
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
後
藤
に
と
っ
て
植
民
地
財
政
の
膨
張
は
忌
む
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
植
民
地
へ
の
財
政
支
出
を
増
や
す
こ
と

こ
そ
、
そ
の
積
極
主
義
的
財
政
構
想
か
ら
も
、
ま
た
植
民
地
の
独
立
を
未
然
に
防
ぐ
と
い
う
観
点
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
台
湾
事
業
公
債
法
は
ま
さ
し
く
右
の
持
論
の
実
践
で
あ
り
、
国
内
諸
政
治
勢
力
の
圧
力
に
よ
っ
て
と
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

経
常
費
節
減
1
1
補
充
金
削
減
路
線
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
償
還
財
源
確
保
策
で
し
が
な
か
っ
た
。

　
こ
れ
に
た
い
し
、
憲
政
党
の
い
う
積
極
主
義
的
政
策
体
系
は
地
方
利
益
撒
布
策
を
中
心
に
組
み
た
て
ら
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
植
民
地
経
営
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
の
体
系
内
に
有
機
的
に
組
み
こ
む
ま
で
に
は
い
た
つ
て
い
な
か
っ
た
。
憲
政
党
が
事
業
公
債
法
案
に
賛
成
し
た
有
力
な
動
機
の
一
つ
は
、
さ

き
に
引
用
し
た
「
台
湾
の
経
営
」
が
述
べ
て
い
る
ご
と
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
経
営
其
道
を
得
」
さ
し
め
、
　
「
台
湾
会
計
の
独
立
を
得
」
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
憲
政
党
は
後
藤
と
は
逆
に
、
事
業
公
債
法
を
台
湾
財
政
独
立
の
有
力
な
手
段
と

し
て
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
同
法
に
反
対
し
た
憲
政
本
党
に
く
ら
べ
れ
ば
、
憲
政
党
は
た
し
か
に
積
極
主
義
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

財
政
独
立
に
反
対
し
て
い
た
後
藤
の
限
に
は
、
憲
政
党
の
こ
う
し
た
方
針
は
な
お
も
消
極
的
で
煮
え
き
ら
ぬ
も
の
と
し
て
映
じ
た
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
後
藤
は
、
本
来
の
六
〇
〇
〇
万
円
公
債
計
画
案
を
実
現
す
る
た
め
に
、
以
後
ま
す
ま
す
「
積
極
主
義
的
」
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
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次
章
で
は
、
事
業
公
債
法
成
立
以
降
の
台
湾
経
営
の
展
開
を
、
軍
部
の
動
向
や
統
治
シ
ス
テ
ム
問
題
と
も
か
ら
め
て
解
明
し
て
い
く
。

①
台
湾
総
督
府
民
政
部
土
木
局
編
『
基
隆
築
港
概
要
』
（
総
督
府
、
一
九
一
二
年
）

　
一
頁
。
高
橋
泰
隆
「
台
湾
鉄
道
の
成
立
」
（
『
経
営
史
学
』
コ
ニ
ー
二
）
。

②
　
室
山
前
掲
書
ニ
ニ
四
～
二
二
五
、
二
一
三
～
工
三
四
頁
。

③
同
右
二
三
五
～
二
四
四
頁
。

④
　
前
掲
「
第
十
議
会
自
由
党
代
議
士
報
告
書
」
、
　
「
政
界
の
近
状
」
（
『
進
歩
党
党

　
報
恥
入
）
。
な
お
、
自
由
党
は
も
と
も
と
償
金
等
を
財
源
と
す
る
台
湾
諸
事
業
の

　
推
進
を
主
張
し
て
い
た
（
森
本
駿
「
台
湾
を
自
由
貿
易
市
場
と
す
る
議
」
〔
『
自
由

　
党
党
報
』
八
九
〕
、
「
台
湾
の
二
大
事
業
扁
〔
同
九
五
〕
）
。

⑤
「
台
湾
起
業
公
債
条
例
案
蚊
附
表
」
（
早
稲
閏
大
学
大
隈
研
究
室
編
『
大
隈
文

　
書
』
〔
雄
松
堂
、
一
九
六
八
年
〕
A
一
二
四
四
六
、
R
i
6
4
）
。

⑥
G
－
2
、
一
八
三
頁
。

⑦
同
右
～
七
四
～
一
七
九
頁
。
一
八
九
九
年
一
月
三
〇
日
付
阪
谷
芳
郎
あ
て
祝
辰

　
巳
書
翰
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
蜜
勝
蔵
『
阪
谷
芳
郎
関
係
文
書
』
九
三
1

　
2
）
。

⑧
一
八
九
八
年
～
二
月
二
四
日
轡
後
藤
あ
て
児
玉
源
太
郎
書
翰
（
G
M
、
R
i
8
3
）
、

　
G
…
2
、
一
二
四
～
一
＝
五
頁
。

⑨
『
人
罠
』
一
八
九
九
年
二
月
一
八
日
。

⑩
　
G
－
2
、
　
一
七
九
～
一
八
二
頁
。
一
時
憲
政
党
は
「
圏
至
上
」
の
理
由
か
ら
、

　
岡
法
案
中
「
鉄
道
敷
設
の
件
の
み
」
賛
成
す
る
方
針
で
あ
っ
た
q
人
民
』
三
月

　
三
日
）
。

⑪
た
と
え
ば
地
租
復
旧
案
の
一
つ
で
あ
る
「
武
富
案
」
は
、
復
旧
財
源
捻
出
策
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
し
て
総
督
府
補
充
金
の
全
廃
や
台
湾
関
係
軍
事
費
の
大
蠣
醜
減
を
主
張
し
て
い
た

　
（
坂
野
前
掲
書
、
ニ
ゴ
　
三
～
二
三
五
頁
）
。

⑫
　
　
「
第
十
三
回
帝
國
議
会
　
衆
議
院
台
湾
事
業
公
債
法
案
審
査
特
別
委
員
会
速
記

　
録
（
第
一
号
）
」
四
頁
。
同
第
五
号
、
三
一
頁
。

⑬
本
章
註
⑩
参
照
。

四
　
台
湾
経
営
の
展
開

後藤新平と植民地経営（小林）

　
台
湾
事
業
公
債
法
の
成
立
に
よ
っ
て
、
台
湾
特
別
事
業
は
よ
う
や
く
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
こ
の
事
業
公
債
法
は
、
実
際

に
は
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
当
初
予
定
さ
れ
た
（
一
八
九
九
年
作
成
）
特
別
事
業
費
年
割
額
と
実
際

の
年
割
額
と
の
比
較
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
一
八
九
九
年
度
か
ら
一
九
〇
三
年
度
ま
で
の
両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
括
孤
内
は
実
際
の
年
割
額
、
単
位
1
1
万
円
）
。

九
九
年
－
三
二
〇
（
三
二
〇
）
、
一
九
〇
〇
年
一
四
四
〇
（
六
四
〇
）
、
〇
一
年
…
四
一
〇
（
五
四
〇
）
、
〇
二
年
－
三
七
〇
（
四
七
四
）
、
〇
三

年
一
二
八
○
（
四
〇
〇
）
。
こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
か
な
り
の
繰
上
げ
支
繊
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
九
〇
二
・
三
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年
度
の
四
七
四
万
円
・
四
〇
〇
万
円
の
な
か
に
は
、
台
湾
特
別
事
業
第
二
期
計
画
（
総
額
1
1
三
六
四
〇
万
円
、
一
九
〇
二
年
度
か
ら
一
一
年
度

ま
で
の
汽
力
年
計
画
を
予
定
）
の
年
割
額
と
し
て
、
一
〇
四
万
円
と
一
五
〇
万
円
と
が
そ
れ
ぞ
れ
ふ
く
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

事
業
公
債
法
に
も
と
つ
く
特
別
事
業
は
、
当
初
の
予
定
を
う
わ
ま
わ
る
ペ
ー
ス
で
実
行
さ
れ
、
し
か
も
第
二
期
計
画
の
一
部
を
も
実
行
に
う
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
①

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
周
知
の
ご
と
く
、
義
和
団
事
件
の
突
発
に
よ
る
臨
時
支
出
の
た
め
に
、
松
方
の
健
全
財
政
主
義
に
よ
っ
て
安
定
す
る
か
に
み
え
た

財
政
状
態
は
、
急
速
に
悪
化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
〇
一
年
度
に
は
多
く
の
公
債
支
弁
事
業
が
中
止
な
い
し
繰
延
べ
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
英
同
盟
の
成
立
に
よ
る
海
軍
拡
張
の
必
要
性
は
、
桂
内
閣
を
し
て
地
租
増
徴
継
続
を
財
源
と
す
る
第
三
期
海
軍
拡

張
案
を
第
一
七
議
会
に
提
出
さ
せ
た
が
、
増
租
継
続
反
対
と
行
財
政
整
理
の
徹
底
を
唱
え
る
政
党
勢
力
は
こ
れ
に
反
対
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

公
債
支
弁
事
業
の
繰
延
べ
等
か
ら
な
る
行
財
政
整
理
と
外
債
募
集
と
に
よ
っ
て
、
海
軍
拡
張
は
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
九
〇
一
年
以
降
、
多
く
の
公
債
支
弁
事
業
は
中
止
な
い
し
繰
延
べ
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
。
既
述
の
台
湾
特
別
事
業
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

二
期
計
画
が
、
十
力
量
継
続
費
と
し
て
の
上
程
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
一
九
〇
三
年
度
予
算
に
た

い
す
る
総
督
府
の
目
箕
を
大
き
く
狂
わ
せ
た
。
す
な
わ
ち
、
増
血
継
続
問
題
に
よ
る
議
会
解
散
の
あ
お
り
を
ま
と
も
に
う
け
た
同
予
算
で
は
、

特
別
事
業
費
予
算
は
当
初
予
定
の
七
一
〇
万
円
か
ら
四
〇
〇
万
円
（
第
一
期
計
画
分
二
五
〇
万
円
プ
ラ
ス
第
二
期
計
画
分
一
五
〇
万
円
）
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
挙
に
三
一
〇
万
円
も
の
削
減
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
党
側
の
行
財
政
整
理
徹
底
策
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
期
計
画
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
三
年
度
の
特
別
事
業
費
は
二
八
○
万
円
で
あ
り
（
実
際
に
は
、
一
九
〇
一
年
度
予
算
へ

三
〇
万
円
繰
上
げ
支
出
し
て
い
た
の
で
二
五
〇
万
円
）
、
こ
の
潮
岬
は
第
一
期
計
画
繰
上
げ
予
定
分
二
五
〇
万
円
と
第
二
期
計
画
の
一
部
1
1
六

〇
万
円
と
を
削
減
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
九
九
年
作
成
の
第
一
期
計
画
年
割
額
に
照
ら
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
第
一
期
計
画
は
計
画
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

お
り
遂
行
さ
れ
、
し
か
も
第
二
期
計
画
予
算
の
一
部
ま
で
も
が
そ
れ
に
う
わ
の
せ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
公
債
支
弁
事

業
が
事
業
の
繰
延
べ
・
中
止
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
な
か
で
、
台
湾
の
特
別
事
業
計
画
は
当
初
予
定
を
う
わ
ま
わ
る
ペ
ー
ス
で
実
行
さ
れ
て
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い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
「
特
例
」
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
の
日
本
の
財
政
構
造
が
「
軍
拡
型
」
の
も
の
へ
と
変
化

し
て
い
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
台
湾
の
特
別
事
業
、
と
り
わ
け
鉄
道
敷
設
お
よ
び
築
港
事
業
の
「
軍
事
的
性
格
」
に
関
連

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
当
時
の
藩
閥
指
導
者
・
政
党
勢
力
（
と
く
に
憲
政
党
系
）
・
陸
海
軍
・
台
湾
総
督
府
等
々
は
、
予
想
さ
れ
る
列
強
の
中
国
分
割

に
際
し
て
、
日
本
が
福
建
省
を
は
じ
め
と
す
る
南
清
地
方
に
「
進
出
」
す
る
た
め
の
戦
略
的
橋
頭
墨
と
し
て
台
湾
を
位
置
づ
け
て
い
た
。
台
湾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
ま
さ
し
く
、
　
「
北
守
南
進
策
の
第
一
著
の
足
溜
り
」
（
松
方
）
な
の
で
あ
っ
た
。
結
局
失
敗
に
お
わ
っ
た
と
は
い
え
、
一
九
〇
〇
年
八
月
の
厘

門
出
兵
は
右
の
構
想
の
実
践
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
台
湾
領
有
は
、
日
本
本
土
の
「
戦
略
的
防
衛
ラ
イ
ン
」
が
台
湾
海
峡
附

近
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。

　
　
　
豊
新
版
図
タ
ル
台
湾
ノ
地
勢
タ
ル
や
実
二
我
南
…
門
ノ
墨
壷
ニ
シ
テ
、
諸
塚
略
上
奏
モ
要
衝
ノ
位
置
二
在
リ
。
近
キ
ハ
則
チ
支
那
南
部
及
南
洋
諸
占
島
、
遠
ク

　
　
ハ
則
チ
西
欧
諸
邦
二
通
ス
ル
ノ
要
路
二
当
ル
ヲ
以
テ
、
一
朝
此
等
ノ
諸
邦
ト
事
ヲ
生
シ
我
ヨ
リ
出
兵
ヲ
要
ス
ル
ニ
当
リ
テ
ハ
、
必
ス
先
ツ
此
地
ヲ
以
テ
根

　
　
拠
ト
為
サ
・
ル
ヘ
カ
ラ
ス
。
又
不
幸
ニ
シ
テ
敵
ノ
来
襲
ヲ
受
ケ
、
自
ラ
守
勢
ヲ
取
ル
公
益
リ
テ
ハ
、
亦
タ
必
ス
立
地
ヲ
以
テ
戦
闘
線
ト
為
サ
・
ル
ヘ
カ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
サ
ル
ハ
蓋
シ
自
然
…
ノ
勢
ナ
ラ
ソ
。

　
こ
う
し
て
、
以
上
の
目
的
に
こ
た
え
る
た
め
に
台
湾
に
は
混
成
旅
団
三
個
が
配
置
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
は
島
内
の
「
治
安
の
維
持
」
に
も
あ

た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
台
湾
縦
貫
鉄
道
の
敷
設
や
基
隆
築
港
は
、
当
初
か
ら
野
台
軍
事
力
の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
運
用
を
保
障
す
る

た
め
の
設
備
と
し
て
、
i
た
ん
に
殖
産
興
業
的
施
設
で
あ
る
と
い
う
ぽ
か
り
で
な
く
－
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
海
軍
当
局
は
「
基
隆
膨
賢
島
防
禦
要
領
」
（
九
九
年
三
月
裁
可
）
で
、
基
隆
を
要
塞
地
帯
と
さ
だ
め
た
が
、
こ
れ
は
同
港
が
「
本
島
北
部
ノ
咽

喉
ニ
シ
テ
支
那
南
部
二
対
シ
最
モ
枢
要
ノ
地
ヲ
占
」
め
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
r
台
湾
縦
貫
鉄
道
が
基
隆
－
打
二
間
に
敷
設
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
は
、
　
「
本
島
北
部
ノ
要
衝
タ
ル
軍
港
ノ
地
ト
南
部
ノ
咽
喉
タ
ル
要
港
ノ
地
ト
ノ
聯
絡
ヲ
完
全
ナ
ラ
シ
ム
ル
ハ
軍
事
上
最
モ
緊
要
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⑧

ノ
事
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
台
湾
鉄
道
に
つ
い
て
附
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
敷
設
計
画
作
成
の
段
階
か
ら
軍
事
的
性
格
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
領
台

直
後
か
ら
、
総
督
府
や
陸
軍
は
縦
貫
鉄
道
敷
設
の
必
要
性
を
本
国
政
府
に
説
い
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
台
湾
ノ
防
備
」
と
い
う
観

点
を
つ
よ
く
う
ち
だ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
の
敷
設
計
画
（
九
六
年
四
月
）
で
は
同
鉄
道
は
「
有
事
ノ
日
二
危
虞
ナ
キ
」
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

間
線
と
さ
れ
、
殖
産
興
業
的
色
彩
の
よ
り
つ
よ
い
海
岸
線
と
す
る
こ
と
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
計
画
は
後
に
修
正
さ
れ
、
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
路
線
は
経
済
的
収
益
性
を
よ
り
重
視
し
た
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
縦
貫
鉄
道
の
軍
事
的
重
要
性
に
か
わ
り
は
な
か
っ
た
。

　
台
湾
事
業
公
債
法
案
に
山
県
内
閣
お
よ
び
憲
政
党
が
ま
が
り
な
り
に
も
賛
成
し
た
の
は
、
前
章
で
あ
げ
た
理
由
の
ほ
か
に
、
か
れ
ら
が
縦
貫

鉄
道
敷
設
や
基
隆
築
港
の
軍
事
的
重
要
性
を
充
分
認
識
し
て
お
り
、
し
か
も
両
者
と
も
に
南
清
地
方
へ
の
「
進
出
」
を
唱
え
て
い
た
こ
と
に
も

よ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
案
に
た
い
す
る
憲
政
党
の
賛
成
理
由
中
に
は
、
　
「
特
に
国
防
上
よ
り
之
を
観
れ
ば
、
一
旦
外
国
と
事
あ

る
に
当
り
て
、
台
湾
の
守
備
を
全
う
す
る
に
は
、
何
は
扱
低
き
之
か
縦
貫
鉄
道
だ
け
は
是
非
と
も
こ
れ
な
か
る
べ
か
ら
ざ
る
也
。
況
や
内
土
匪

に
対
す
る
治
安
の
為
め
に
も
、
鉄
道
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
は
言
ふ
迄
も
な
き
に
於
て
を
や
」
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
し
、
さ
ら
に
同
党
は
、

「
支
那
保
全
論
の
今
日
に
高
な
る
は
云
ふ
迄
も
な
し
」
と
し
て
分
割
論
を
主
張
し
（
星
亨
）
、
台
湾
の
「
防
衛
上
」
か
ら
も
福
建
省
は
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

勢
力
圏
た
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、
山
県
が
「
北
清
事
変
善
後
策
」
（
一
九
〇
〇
年
八
月
）
で
、
福
建
・
玉
江
の
「
勢
力
区
域
」

化
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
右
の
ご
と
き
「
南
進
論
」
は
、
忍
冬
出
兵
の
失
敗
と
義
和
団
事
件
を
口
実
と
す
る
ロ
シ
ア
の
満
州
占
領
に
よ
っ
て
一
蒔
期
衰
退
す
る
。

そ
し
て
、
日
英
同
盟
の
成
立
に
と
も
な
っ
て
日
露
閾
の
緊
張
が
た
か
ま
る
に
つ
れ
て
、
　
「
有
事
」
の
際
の
ロ
シ
ア
東
航
艦
隊
に
よ
る
台
湾
攻
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ま
さ
し
く
、
台
湾
が
「
戦
闘
線
」
と
化
す
事
態
が
現
実
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
台
湾
の
防
備
を
全
う
す
る
た
め
に
も
、
縦
貫
鉄
道
の
完
成
は
急
が
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
結
局
、
同
鉄
道
敷
設
事
業
は
日

露
戦
争
の
最
中
に
は
臨
時
軍
事
費
を
財
源
に
お
こ
な
わ
れ
、
当
初
の
予
定
よ
り
二
年
あ
ま
り
も
早
く
、
一
九
〇
六
年
五
月
に
軍
事
速
成
線
と
し
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後藤薪平と植罠地経営（小林）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
F
応
の
開
通
を
み
た
の
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
は
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
な
事
情
か
ら
し
て
、
政
府
も
政
党
（
政
友
会
）
も
こ
れ
ら
諸
事
業
の
年
割
額
繰
上
げ
を
承
認
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
い
つ
た
こ
と
の
背
景
と
し
て
、
後
藤
に
よ
る
台
湾
財
政
改
革
の
順
調
な
進
展
と
い
う
事
実
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、

い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
後
藤
の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
は
特
別
事
業
第
一
期
計
画
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
当
初
予
定
を
う
わ
ま
わ
る
ペ
ー
ス
で
実

行
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
時
期
統
治
シ
ス
テ
ム
問
題
は
ど
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
そ
れ

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

　
既
述
の
ご
と
く
、
九
七
年
九
月
の
拓
殖
務
省
廃
止
は
、
総
督
府
の
「
自
動
的
活
動
」
を
主
張
す
る
後
藤
に
と
っ
て
は
好
都
合
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
省
廃
止
以
後
、
総
督
府
の
中
央
監
督
官
庁
が
内
閣
大
臣
官
房
・
内
務
省
台
湾
課
と
め
ま
ぐ
る
し
く
変
遷
し
た
こ
と
な

ど
に
よ
り
、
か
え
っ
て
総
督
府
一
本
国
政
府
間
に
あ
ら
た
な
軋
蝶
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
顕
著
な
事
例
が
、
一
九
〇
〇
年
八
月
の
厘

門
事
件
で
あ
る
。

　
耳
門
事
件
に
つ
い
て
は
先
行
研
究
も
数
多
く
存
在
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
論
ず
る
の
は
さ
し
控
え
る
。
た
だ
し
、
福
建

省
占
領
計
画
が
遅
く
と
も
一
九
〇
〇
年
七
月
頃
に
は
参
謀
本
部
1
総
督
府
間
で
協
議
さ
れ
、
以
後
両
老
が
中
心
と
な
っ
て
出
兵
を
推
進
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

つ
た
こ
と
だ
け
は
一
応
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
列
強
の
軍
事
的
・
政
治
的
圧
力
を
眼
前
に
し
た
山
県
内
閣
が
厘
門
か
ら
の
撤
兵
を
決

定
し
た
後
に
お
い
て
も
、
後
藤
・
児
玉
ら
は
出
兵
計
画
の
完
遂
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
後
藤
ら
に
よ
れ
ば
、
厘
門
出
兵
の
失
敗
の
原
因
は
、
「
系
統
ア
ル
植
民
政
策
」
の
遂
行
が
、
本
国
の
「
（
台
湾
統
治
に
つ
い
て
）
誤
想
謬
見
ヲ

抱
ケ
ル
者
」
の
妨
害
に
よ
っ
て
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
き
た
点
に
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
「
誤
想
謬
見
」
を
正
す
べ
き
は
ず
の
総
督
府
中
央

監
督
官
庁
一
内
務
省
は
、
　
「
台
政
」
に
か
ん
す
る
認
識
不
足
と
内
閣
の
頻
繁
な
更
迭
と
に
よ
っ
て
、
総
督
府
側
の
政
策
意
図
を
本
国
に
周
知
せ

し
め
る
力
に
欠
け
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
か
れ
ら
は
、
　
「
彼
我
ノ
事
情
ヲ
疎
通
」
せ
し
め
る
た
め
に
拓
殖
務
省
を
中
央
に
お
き
、
台
湾
総
督
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に
拓
殖
務
相
を
兼
任
さ
せ
る
こ
と
で
（
こ
の
場
合
武
官
総
督
制
は
当
然
維
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
内
閣
が
か
わ
っ
て
も
拓
殖
務
相
は
か
な
ら
ず

し
も
更
迭
さ
れ
な
い
）
、
「
系
統
ア
ル
殖
民
政
策
」
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
新
設
拓
殖
務
省
を
総
督
府
の
出
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

機
関
化
す
る
こ
と
で
、
総
督
府
の
「
自
動
的
活
動
」
の
余
地
を
一
層
拡
大
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
拓
殖
務
省
設
置
論
が
旧
慣
温
存
重
視
と
い
う
観
点
か
ら
も
主
張
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

後
藤
は
、
内
務
省
管
轄
下
に
台
湾
を
お
い
て
お
く
と
、
内
地
延
長
主
義
（
こ
の
な
か
に
は
、
台
湾
に
本
国
財
政
の
一
部
を
も
負
担
さ
せ
よ
と

い
う
よ
う
な
議
論
も
ふ
く
ま
れ
る
）
や
性
急
な
同
化
主
義
が
、
台
湾
経
営
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
た
か
ま
る
と
し
て
、
総
督
府
監
督
官
庁
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

〃
非
内
務
省
化
”
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
既
述
の
ご
と
く
、
後
藤
の
旧
慣
温
存
策
は
国
内
諸
政
治
勢
力
の
台
湾
関
係
費
削
減
要
求
を
経
常
費
節
減
1
1
財
政
整
理
に
よ
っ
て

緩
和
し
、
あ
わ
せ
て
、
保
甲
制
度
等
の
導
入
に
よ
る
土
匪
鎮
圧
を
お
こ
な
う
た
め
に
と
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
旧
慣
温
存
と
総
督

府
の
「
自
動
的
活
動
」
と
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
帝
国
議
会
の
植
民
地
立
法
権
は
事
実
上
否
定
さ
れ
（
六
一
二
法
）
、
武
官
総
督
制
は
維
持
さ
れ
、

拓
殖
務
省
は
新
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
旧
慣
温
存
一
経
常
費
節
減
策
は
、
後
藤
の
本
来
の
持
論
で
あ
る
積
極
主
義
的
植
民
地
経

営
論
を
台
湾
事
業
公
債
法
と
し
て
実
現
す
る
た
め
の
挺
子
の
役
割
を
も
果
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
諸
政
策
・
諸
構
想
は
相
互
に
密

接
な
連
関
を
有
し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
一
つ
の
政
策
体
系
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
れ
は

た
し
か
に
あ
る
程
度
の
「
成
功
」
を
お
さ
め
た
。
乃
木
総
督
時
代
に
お
け
る
台
湾
経
営
の
混
乱
は
、
土
匪
鎮
圧
・
事
業
公
債
法
の
成
立
等
を
通

じ
て
一
応
収
拾
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
他
面
に
お
い
て
後
藤
の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
は
、
国
内
諸
政
治
勢
力
の
植
民
地
経
営
に
た
い
す
る
「
吝
費
主
義
」
　
（
財
政

独
立
論
、
事
業
公
債
の
起
債
総
額
削
減
、
同
原
二
期
計
画
の
頓
挫
）
や
内
地
延
長
主
義
（
六
三
法
廃
止
論
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
充
分
な
展

開
を
阻
ま
れ
て
い
た
（
拓
殖
務
省
も
結
局
再
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
）
。
そ
こ
で
総
督
府
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
障
害
」
を
除
去
す
べ
く
、
「
台
湾
統

　
　
⑰

治
法
案
」
な
る
も
の
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。
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後藤新平と植民地経営（小林）

　
春
山
明
哲
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
総
督
府
が
台
湾
統
治
法
案
の
作
成
に
着
手
し
た
の
は
第
一
六
議
会
（
一
九
〇
二
年
）
終
了
後
と
推
測
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

第
二
二
議
会
ま
で
に
は
ほ
ぼ
大
体
の
姿
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
と
も
あ
れ
、
同
法
案
で
と
く
に
注
目
す
べ
き
点
を
二
つ
あ
げ
れ
ば
、

そ
れ
は
六
三
法
体
制
の
永
続
化
が
規
定
さ
れ
、
ま
た
総
督
府
特
別
会
計
の
予
算
審
議
権
が
植
民
地
立
法
機
関
と
も
い
う
べ
き
台
湾
総
督
府
評
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
原
文
改
行
〕

会
に
附
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
法
案
第
四
条
は
「
台
湾
総
督
ハ
其
ノ
管
轄
区
域
内
二
律
令
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
律
令
ハ

法
律
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
」
と
、
総
督
の
律
令
制
定
権
を
明
記
し
、
さ
ら
に
第
九
条
は
、
　
「
台
湾
ノ
歳
出
歳
入
ハ
毎
年
予
算
ヲ
以
テ
台
湾
評

議
会
ノ
議
決
ヲ
取
り
監
督
大
臣
ヲ
経
テ
勅
裁
ヲ
請
フ
ヘ
シ
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
帝
国
議
会
の
植
民
地
立
法
権
お
よ
び
同
予
算
審
議
権
が
原
則
的
に
否
定
さ
れ
た
反
面
、
総
督
府
評
議
会
に
は
予
算
審
議
権
が
あ

た
え
ら
れ
、
ま
た
律
令
の
制
定
に
も
評
議
会
の
「
議
決
」
が
必
要
と
さ
れ
た
（
第
五
条
）
。
た
だ
し
、
総
督
府
評
議
会
に
予
算
審
議
権
が
附
与
さ

れ
た
こ
と
の
「
代
償
」
と
し
て
、
同
法
案
は
台
湾
財
政
の
独
立
を
定
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
案
第
八
条
に
は
、
　
「
台
湾
ハ
之
ヲ
法
人
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
原
文
改
行
〕

シ
財
産
ヲ
有
シ
義
務
ヲ
負
フ
コ
ト
ヲ
警
部
シ
ム
各
種
ノ
租
税
及
収
入
ハ
之
ヲ
法
入
ノ
歳
入
ト
シ
一
切
ノ
歳
出
ヲ
支
弁
セ
シ
ム
」
と
規
定
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
規
定
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
あ
た
か
も
後
藤
が
年
来
の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
を
放
棄
し
た
か
の
ご
と
き
印
象
を
あ
た
え
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
法
案
の
実
質
的
な
起
草
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
岡
松
孫
太
郎
に
よ
れ
ぽ
、
第
八
条
を
挿
入
し
た
真
の
意
図
は
、
台
湾
に
財
政

上
の
法
人
格
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
九
条
に
財
政
的
裏
づ
け
を
あ
た
え
、
な
お
か
つ
、
総
督
府
に
独
自
の
公
債
発
行
権
を
附
与
す
る
こ
と

　
　
　
⑲

に
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
藤
は
こ
こ
で
い
う
コ
切
ノ
歳
出
」
の
な
か
に
台
湾
関
係
軍
事
費
を
ふ
く
め
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
し
（
前
述
）
、
台
湾

事
業
公
債
法
に
も
と
つ
く
特
別
事
業
費
に
つ
い
て
も
、
第
二
期
計
画
の
作
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
一
層
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

を
要
す
る
に
第
八
条
の
規
定
は
、
一
九
一
〇
年
度
に
お
け
る
財
政
独
立
と
い
う
既
定
方
針
を
再
確
認
し
、
経
常
費
の
圧
縮
を
挺
子
と
す
る
特
別

事
業
費
の
拡
大
、
そ
れ
を
通
じ
て
の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
の
遂
行
と
い
う
「
後
藤
路
線
」
の
よ
り
円
滑
な
実
現
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
⑳

た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ま
え
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
台
湾
統
治
シ
ス
テ
ム
の
創
出
が
困
難
を
き
わ
め
た
一
因
は
、
明
治
憲
法
に
新
領
土
獲
得
に
か
ん
す

る
規
定
が
ま
っ
た
く
欠
落
し
て
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
六
三
法
の
「
違
憲
問
題
」
も
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
す
べ
て
こ
の
点
か
ら
発
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
六
三
法
体
制
の
永
続
化
を
図
る
た
め
に
は
、
憲
法
閥
題
に
結
着
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
台
湾
統
治
法
の
制
定
と
同
時
に
あ
ら
た
に
憲
法
第
七
七
条
を
新
設
す
る
と
い
う
憲
法
改
正
案
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
同
条
は
「
此
ノ
憲
法
ノ
条
項
ハ
台
湾
統
治
法
ヲ
以
テ
別
段
ノ
規
定
ヲ
設
ク
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
外
之
ヲ
台
湾
二
適
用
ス
」
と
い
う
も
の
で
、
そ

の
狙
い
は
台
湾
の
憲
法
上
の
地
位
を
明
確
化
し
た
う
え
で
実
質
的
に
は
六
三
法
体
制
を
永
続
化
し
、
内
地
延
長
主
義
の
台
湾
統
治
へ
の
適
用
を

　
　
　
　
　
　
　
⑳

阻
む
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
台
湾
統
治
法
案
は
総
督
府
の
「
自
動
的
活
動
」
の
領
域
を
か
な
り
拡
大
す
る
性
格
を
も
っ
て
い

た
。
そ
し
て
内
地
延
長
主
義
を
標
榜
し
て
い
た
政
党
勢
力
、
と
り
わ
け
政
友
会
が
こ
の
法
案
を
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
ま
た
明
白
で
あ

　
⑫つ

た
。
そ
れ
ゆ
え
に
総
督
府
側
は
、
法
案
を
煮
つ
め
る
段
階
で
「
自
動
的
活
動
」
に
自
ら
い
く
つ
か
の
制
約
を
ほ
ど
こ
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
律
令
ハ
法
律
ト
同
一
ノ
効
力
ヲ
有
ス
」
と
の
文
言
を
削
除
し
、
ま
た
、
台
湾
の
歳
入
の
一
部
を
国
庫
に
納
入
で
き
る
よ
う
に
す
る
等
の
修
正

が
く
わ
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
総
督
府
が
こ
の
よ
う
な
〃
妥
協
的
修
正
”
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
の
背
景
に
、
日
露
戦
争
の
勃
発
に
と
も
な
う
桂

系
と
政
友
会
と
の
急
速
な
接
近
と
い
う
事
清
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
〃
妥
協
的
修
正
”
を
ほ
ど
こ
し
た
と
こ
ろ
で
、
総
督
府
の
「
自
動
的
活
動
」
の
余
地
拡
大
と
い
う
法
案
の
基
本
的
性
格
に

変
化
は
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
桂
内
閣
か
ら
台
湾
統
治
法
案
を
内
示
さ
れ
た
原
敬
は
、
こ
れ
で
は
「
台
湾
ハ
殆
ド
半
独
立
ノ
如
キ
有
様
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ナ
ル
」
と
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
後
藤
ら
の
統
治
シ
ス
テ
ム
構
想
は
画
餅
に
帰
し
、
旨
露
戦
後
に
お
け
る
台
湾
経
営
は
、
六
三
法
の
「
改
訂
版
」
た
る
三
一
法
（
一

九
〇
六
年
第
二
二
議
会
で
成
立
）
と
特
別
事
業
第
二
期
計
画
（
事
業
公
債
法
改
正
に
よ
り
起
債
総
額
を
七
三
五
〇
万
円
に
修
正
、
一
九
〇
八
年

第
二
四
議
会
で
成
立
）
と
を
二
つ
の
柱
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
後
者
の
成
立
を
媒
介
し
た
の
が
、
一
九
〇
五
年
度
に
お
け
る
台
湾
財
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政
の
独
立
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
統
治
シ
ス
テ
ム
全
般
の
改
革
こ
そ
成
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
後
藤
の
積
極
主
義

的
植
民
地
経
営
論
は
、
特
別
事
業
第
二
期
計
画
の
実
現
と
し
て
陰
露
戦
後
に
一
応
の
結
実
を
み
た
の
で
あ
っ
た
。

後藤新平と植民地経営（小林）

①
　
　
「
公
債
募
集
金
ヲ
以
テ
支
弁
ス
ヘ
キ
歳
出
年
割
三
見
上
表
」
　
（
国
立
二
会
図
書

　
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
『
曾
禰
家
文
書
』
一
）
。
『
憲
政
党
党
報
』
九
、
五
四
九
～
五

　
五
〇
頁
。
「
第
一
穴
議
会
報
告
書
」
二
四
～
二
重
頁
（
『
政
友
』
一
九
）
。
『
会
報
』

　
二
一
二
、
五
七
百
ハ
。
　
㎜
回
四
〇
、
　
四
五
～
四
六
頁
。
　
同
四
二
、
　
二
四
百
ハ
。
　
同
五
三
、

　
三
〇
頁
。
同
五
六
、
三
〇
頁
。
同
五
七
、
三
二
頁
。
以
上
か
ら
算
出
。
な
お
、
…

　
九
〇
一
年
度
の
繰
上
げ
分
1
1
一
三
〇
万
円
は
、
一
九
〇
｝
年
度
に
お
け
る
財
政
逼

　
追
の
影
響
を
蒙
っ
て
、
第
一
六
議
会
に
一
九
〇
一
年
度
追
加
予
算
と
し
て
提
出
さ

　
れ
、
嚇
談
会
の
承
認
を
え
た
も
の
で
あ
る
。

②
　
室
山
前
掲
書
、
二
七
五
～
二
八
八
頁
。
　
『
明
治
財
政
史
』
九
、
二
五
八
～
二
六

　
八
頁
。

③
　
晶
剛
綱
拗
「
第
一
六
議
ム
写
報
出
口
書
」
二
二
、
二
四
～
ム
一
五
百
ハ
。

④
・
⑤
　
　
『
会
報
』
五
〇
、
四
二
頁
。
岡
五
一
、
三
六
頁
。
他
は
本
章
註
①
と
同
じ
。

⑥
　
　
『
公
爵
松
方
正
義
伝
隠
坤
、
五
四
八
頁
。

⑦
・
⑧
　
「
台
湾
島
軍
備
設
計
二
関
ス
ル
意
見
」
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室

　
所
蔵
『
旧
陸
海
軍
関
係
文
書
』
R
1
9
2
）
。
同
文
書
は
、
海
軍
当
局
に
よ
っ
て
作

　
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

⑨
　
一
八
九
五
年
八
月
二
六
ヨ
付
政
府
あ
て
樺
山
総
督
禦
議
、
同
年
十
月
九
臼
付
大

　
山
陸
相
あ
て
参
謀
総
長
彰
仁
親
王
稟
議
（
総
督
府
鉄
道
部
編
『
台
湾
鉄
道
史
臨
上

　
〔
総
督
府
、
一
九
一
〇
年
〕
「
四
七
～
…
五
〇
頁
）
、
同
右
一
五
三
頁
。

⑩
　
『
台
湾
鉄
道
史
』
中
、
三
六
頁
。

⑬
前
掲
「
台
湾
の
経
営
」
、
「
三
門
湾
問
題
（
政
治
家
の
意
見
）
」
（
『
人
罵
隔
一
八

　
九
九
年
｝
二
〔
月
一
五
R
［
）
、
　
「
断
…
じ
ノ
㌧
袖
手
飾
傍
畑
隅
す
べ
か
ら
講
ヲ
」
　
（
同
右
、
　
同
年
ゴ
…
日
川

　
一
八
日
）
。

⑫
・
⑬
G
1
2
、
二
三
五
～
二
三
六
頁
。

⑭
山
本
購
郎
「
直
門
事
件
に
つ
い
て
」
（
『
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
国
曳
論
集
』

　
〔
同
事
業
会
、
一
九
七
三
年
〕
）
。

⑮
　
　
「
拓
殖
務
省
設
騒
ノ
意
見
」
（
G
M
、
R
－
2
3
）
。

⑯
　
「
台
湾
時
代
拓
殖
務
省
三
鷹
意
見
　
土
匪
関
係
　
清
国
ノ
実
情
」
　
（
G
M
、

　
R
1
6
9
）
。

⑰
以
下
該
法
案
か
ら
の
引
用
は
、
と
く
に
（
註
）
を
附
さ
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て

　
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
蜜
所
蔵
『
鈴
木
ゴ
～
郎
闘
落
文
灘
口
』
～
O
i
1
に
よ
っ

　
た
。
な
お
、
右
文
書
は
台
湾
統
治
法
案
の
草
案
中
「
漂
案
」
的
位
置
を
占
め
る
も

　
の
で
あ
る
（
春
肉
明
哲
氏
の
御
教
示
に
よ
る
）
。

⑱
春
由
「
『
台
湾
統
治
法
隔
に
つ
い
て
」
（
台
湾
近
現
代
史
研
究
会
一
九
八
五
年
二

　
月
例
会
報
告
）
。

⑲
「
台
湾
ノ
制
度
二
関
ス
ル
意
見
書
」
（
G
M
、
R
1
2
5
）
。
総
督
府
関
係
予
算
の

　
編
成
権
は
、
井
上
蔵
相
の
補
充
金
半
減
案
を
総
督
府
側
が
の
む
こ
と
の
代
償
と
し

　
て
、
九
八
年
度
か
ら
台
湾
総
督
に
移
管
さ
れ
て
い
た
が
（
G
1
2
、
一
六
八
～
一

　
穴
九
頁
）
、
公
債
の
発
行
・
債
還
等
に
か
ん
す
る
権
限
は
、
依
然
と
し
て
大
蔵
省

　
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
（
平
井
廣
一
「
日
本
植
民
地
財
政
の
農
開
と
構
造
」

　
〔
『
社
会
経
済
史
愚
ず
』
四
七
t
山
ハ
〕
）
。

⑳
　
同
法
案
が
作
成
さ
れ
た
有
力
な
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
後
藤
が
台
湾
慕
業
公
債

　
の
発
行
・
償
還
等
に
関
わ
る
権
限
を
大
蔵
省
か
ら
総
督
府
へ
移
管
し
よ
う
と
し
て

　
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
後
藤
は
、
一
九
〇
一
年
度
特
別
事
業
費
年

　
割
額
の
繰
上
げ
遅
延
（
本
章
註
①
参
照
）
を
み
て
、
　
「
成
ル
ヘ
ク
新
版
図
ヲ
シ
テ

　
母
国
財
政
変
動
の
外
二
置
カ
レ
ン
コ
ト
ヲ
企
望
」
し
、
　
「
母
国
ハ
公
債
募
集
ヲ
中
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止
ス
ル
モ
、
新
版
図
ノ
上
澄
事
業
ハ
公
債
二
依
リ
テ
遂
行
セ
シ
ム
ル
審
」
・
「
必
要

　
ノ
場
合
ニ
ハ
大
蔵
大
臣
ハ
公
債
募
集
ノ
知
キ
モ
、
総
掛
二
委
任
ノ
制
二
定
ム
ル
」

　
こ
と
等
を
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
公
績
発
行
は
従
来
と
お
な
じ
く

　
A
期
銀
引
受
け
の
特
瀦
発
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
（
「
台
湾
統
治
重
大
茸
山
」
G
M
、

　
R
1
6
9
）
。

⑳
「
台
湾
統
治
法
案
」
（
『
鈴
木
三
郎
関
係
文
轡
』
～
○
一
2
）
。

⑳
　
小
林
勝
民
ほ
か
「
台
湾
統
治
の
現
状
に
就
き
世
人
に
訴
ふ
」
（
『
政
友
隔
｝
七
）
。

　
．
原
敬
の
植
民
地
経
営
論
に
つ
い
て
は
、
春
山
・
若
林
前
掲
簿
お
よ
び
前
掲
摘
稿
参

　
照
の
こ
と
。

⑱
　
　
「
台
湾
統
治
法
案
」
（
G
M
、
R
…
3
1
）
。

⑳
　
内
閣
記
録
課
編
『
台
湾
に
施
行
す
べ
き
法
令
に
関
す
る
法
律
其
の
沿
革
鼓
現
行

　
律
令
』
（
同
課
、
　
一
九
一
五
年
）
　
二
六
七
百
ハ
。

30　（702）

お
　
わ
　
り
　
に

　
乃
木
総
督
治
下
の
台
湾
経
営
の
混
乱
は
、
統
治
理
念
の
未
確
立
と
い
う
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
地
租
増
徴
問
題
の
登
場
に
よ
っ
て
増
幅
さ
れ

た
。
地
租
増
徴
を
も
た
ら
し
た
最
大
の
要
因
が
台
湾
関
係
費
の
予
想
外
の
膨
張
に
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
政
党
勢
力
は
一
斉
に
台
湾
統
治
の
改

革
を
主
張
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
藩
閥
側
で
も
地
租
増
徴
法
案
の
成
立
を
期
し
て
、
統
治
改
革
を
総
督
府
に
要
求
し
た
。

　
新
任
民
政
局
長
後
藤
新
平
は
、
旧
慣
温
存
を
統
治
理
念
と
し
て
掲
げ
、
か
つ
そ
れ
に
も
と
つ
く
行
政
機
構
の
再
編
成
を
お
こ
な
う
こ
と
で
本

国
側
の
期
待
に
こ
た
え
た
。
ま
た
、
土
匪
に
た
い
し
て
も
帰
順
政
策
を
効
果
的
に
運
用
し
て
、
こ
れ
を
鎮
圧
し
た
。

　
さ
ら
に
後
藤
は
、
経
常
費
節
減
を
は
じ
め
と
す
る
統
治
改
革
の
「
実
績
」
を
魚
子
に
特
別
事
業
費
を
膨
張
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
持
論
で

あ
る
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
成
立
し
た
の
が
、
台
湾
事
業
公
債
法
で
あ
る
。
同
法
案
に
山
県
内
閣
や

憲
政
党
が
ま
が
り
な
り
に
も
賛
成
し
た
の
は
、
台
湾
縦
貫
鉄
道
の
敷
設
や
基
隆
築
港
が
や
が
て
は
台
湾
経
済
を
活
性
化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
台
湾

財
政
の
独
立
に
資
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
財
政
独
立
を
「
吝
費
主
義
」
と
し
て
し
り
ぞ
け
る
後
藤

の
植
民
地
経
営
論
と
は
、
ま
っ
た
く
背
馳
す
る
動
機
に
も
と
づ
い
て
い
た
。

　
た
だ
し
、
台
湾
の
戦
略
的
重
要
性
を
重
視
す
る
点
で
は
、
後
藤
も
山
県
内
閣
も
憲
政
党
も
み
な
一
致
し
て
い
た
。
　
か
れ
ら
は
台
湾
を
南
清

「
進
出
」
の
基
地
と
し
て
と
ら
え
、
在
台
軍
事
力
の
効
果
的
運
用
を
は
か
る
た
め
に
も
、
鉄
道
敷
設
や
築
港
は
必
要
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
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る
。
山
県
内
閣
や
憲
政
党
が
台
湾
事
業
公
債
法
に
賛
成
し
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
実
に
こ
こ
に
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
諸
点
か
ら

し
て
、
当
時
憲
政
党
が
標
榜
し
て
い
た
積
極
主
義
は
、
い
ま
だ
そ
の
政
策
体
系
の
な
か
に
植
民
地
経
営
を
充
分
組
み
こ
む
に
は
い
た
つ
て
い
な

い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
〇
一
年
以
降
の
財
政
逼
迫
状
況
の
な
か
で
、
台
湾
特
別
事
業
費
の
年
割
額
繰
上
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
日
露
関
係
の
緊
迫
に
よ
っ

て
台
湾
の
戦
略
的
重
要
性
が
一
層
た
か
ま
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
後
藤
は
こ
の
よ
う
な
趨
勢
を
み
て
、
特
別
事
業
第
二
期
計
画
に
着
手
し
よ
う

と
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
地
租
増
徴
継
続
反
対
を
唱
え
る
政
党
勢
力
の
行
財
政
整
理
徹
底
要
求
の
ま
え
に
失
敗
す
る
。

　
自
ら
の
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
論
が
本
国
の
「
吝
費
主
義
」
に
よ
っ
て
頓
挫
さ
せ
ら
れ
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
後
藤
ら
総
督
府
側

は
統
治
シ
ス
テ
ム
の
根
本
的
改
革
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
台
湾
統
治
法
案
で
あ
る
。

そ
れ
は
帝
国
議
会
の
植
民
地
立
法
権
・
同
予
算
審
議
権
を
原
則
的
に
否
定
し
、
総
督
府
の
「
自
動
的
活
動
」
の
余
地
を
拡
げ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
該
法
案
は
繋
駕
と
政
友
会
の
接
近
に
よ
っ
て
〃
妥
協
的
修
正
”
を
附
さ
れ
、
内
地
延
長
主
義
を
主
張
す
る
原
敬
の
反
対

の
ま
え
に
画
餅
に
帰
す
。

　
こ
う
し
て
、
後
藤
は
統
治
シ
ス
テ
ム
改
革
に
は
失
敗
し
た
も
の
の
、
特
別
事
業
費
の
拡
大
に
よ
る
積
極
主
義
的
植
民
地
経
営
と
い
う
面
で
は

一
定
の
「
成
果
」
を
収
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
経
常
費
を
な
る
べ
く
圧
縮
し
、
公
債
財
源
の
特
別
事
業
費
を
拡
大
し
て
積
極
主
義
的
植
民

地
経
営
を
お
こ
な
う
と
い
う
政
治
技
術
は
、
満
鉄
総
裁
に
就
任
し
た
後
藤
に
よ
っ
て
「
満
鉄
中
心
主
義
」
と
し
て
再
演
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

本
来
関
東
都
督
府
が
扱
う
べ
き
行
政
事
務
を
か
な
り
の
部
分
満
鉄
に
委
託
す
る
こ
と
で
、
都
督
府
の
財
政
的
負
担
は
軽
減
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
本
国
財
政
か
ら
の
関
東
都
督
府
補
充
金
の
圧
縮
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
満
鉄
社
債
の
海
外
市
場
で
の
大
量
発

行
は
、
日
露
戦
後
の
「
緊
縮
財
政
」
期
に
お
い
て
は
正
貨
字
並
の
役
割
を
も
果
た
す
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
旧
慣
温
存
を
重
視
す
る
「
後
藤
路
線
」
は
、
日
清
戦
後
の
財
政
状
況
と
「
藩
閥
対
政
党
」
関
係
の
必
然
的
産
物
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
次
大
戦
に
よ
る
財
政
状
態
の
飛
躍
的
好
転
と
原
敬
政
友
会
内
閣
の
成
立
と
に
よ
っ
て
、
「
後
藤
路
線
」
は
最
終
的
に
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解
体
す
る
。
原
敬
内
閣
が
植
民
地
総
督
武
官
制
の
廃
止
と
同
化
主
義
の
徹
底
に
踏
み
き
る
の
は
、
以
上
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
け
だ
し
当
然
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
五
年
三
月
一
八
臼
成
稿
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
央
大
学
大
学
院
生
　
東
京
都

荘
）
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“Shimpei　Got6後藤新平and　the　Japanese

　　　　　　　　　Colonial　Management　”

ForTnatiom　of　Japanese　Colonial　Policy　and

the　lnfiuence　of　Domestic　Politics

by

Michihiko　Kobayashi

　　As　the　result　o£　the　victorious　Sino－Japanese　War，　Japan　aqulred

Taiwan，　which　provoked　the　unexpected　rocketing　up　of　the　“　Taiwan

Budget”．　That　is　the　very　reason　why　the　Matsukata’s　Second　Go－

vemment　decided　to　introduce　the　landrtax　increase．

　　Both　the　political　parties，　which　were　against　the　land－tax　increase，

and　the　clans‘‘Hanbatsu藩閥”which圭ntended　to　increse　the　land．tax

eagerly，　started　to　insist　on　the　readjustment　of　the　“　Taiwan　Budget　”．

　　Shirnpei　Got6，　who　took　charge　of　the　civil　administration　of　Tai－

wan，　dared　to　reform　the　way　of　ruling，　basing　lit　upon　his　theory，

that　is，　financial　readjustment　by　maintaining　the　traditional　customs

“Kyfikan－Onzon旧慣温存”．　Got6　succeeded　in　cutting　down　the　cur・

rent　expenditure　of　the　“　Taiwan　Budget　”．　Besides，　he　tried　to　realize

his　own　theery　of　‘active’　colonial　rnanagemeRt　through　the　expansion

of　the　extra　enterprise　budget，　which　was　supposed　to　be　glven　shape

by　the　Taiwa11　Enterprise　Public　Loan　Bi11‘‘Taiwan－Jigy6－Kδsai－h6台

湾事業公債法”．The　bill　was　approved　by　the　13th　session　of　the

Diet．

　　Although　after　1901　Japanese　government　was　hard　presse　financially，

the　extra　enterprise　budget　was　carried　out　more　affiuently　than　had

been　exoi　ected，　for　it　looked　upon　Taiwan　as　an　area　of　strategic

importance．　But　Got6　was　never　satisfied　with　such　rapid　realization

of　the　extra　budget．　He，　therefore，　had　the　Talwan　Ruling　Bill

“Taiwan－T6chi－Hδ台湾統治法”drafted，　in　order　to　restrain　the‘thri－

ftism’“Rinpishtigi吝費主義”and　the　principle　of　gradua！ly　extendiAg

Japan’ese　Iaws　to　apPly　to．colonial　subjects“Naichi－Ench6shugi内地延

長主義”，both　of　which　were　major　opinion．s　at　homeland．
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